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令和６年第５回（１１月招集） 

袖ケ浦市議会定例会議案 
No.１ 

議案番号 件 名 等 関係部等 

議案 

第１号 

袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す 

る条例の制定について 

（主な内容） 

 都市計画法に基づく開発行為の許可に関する事務等の権限

移譲に伴い、開発行為及び市街化調整区域のうち開発許可を

受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準を定める

ため、新たに条例を制定しようとするものである。 

施行日 令和７年４月１日 

都市建設部 

議案 

第２号 

袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例の制定について 

（主な内容） 

 人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一

般職の職員に係る給与の改定等を行うため、条例の一部を改

正しようとするものである。 

施行日 公布の日 ほか 

総務部 

議案 

第３号 

袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 一般職の職員の給与改定に準じて、常勤特別職の期末手当

の支給割合を改定するため、条例の一部を改正しようとする

ものである。 

施行日 公布の日 ほか 

総務部 

議案 

第４号 

袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一

般職の任期付職員に係る給与を改定するとともに、特定任期

付職員に勤勉手当等の支給を開始するため、条例の一部を改

正しようとするものである。 

施行日 公布の日 ほか 

総務部 

議案 

第５号 

袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

（主な内容） 

 一般職の職員の給与改定に準じて会計年度任用職員の給料

表を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであ

る。 

施行日 公布の日 

総務部 
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No.２ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第６号 

袖ケ浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 （主な内容） 

 都市計画法に基づく開発行為の許可に関する事務等の権限

移譲に伴い、開発行為の許可の申請に対する審査等に係る手

数料を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであ

る。 

 施行日 令和７年４月１日 

財政部 

議案 

第７号 

袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 （主な内容） 

 介護保険法施行規則の一部が改正されたことに伴い、引用

している条項を整理するため、条例の一部を改正しようとす

るものである。 

 施行日 公布の日 

福祉部 

議案 

第８号 

袖ケ浦市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

 （主な内容） 

 介護保険法施行規則の一部が改正され、地域包括支援セン

ターの職員配置の基準が見直されたことに伴い、条例の一部

を改正しようとするものである。 

 施行日 公布の日 

福祉部 

議案 

第９号 

袖ケ浦市中小企業融資資金貸付条例の一部を改正する条例の

制定について 

 （主な内容） 

 産業競争力強化法の一部が改正されたことに伴い、引用し

ている条項を整理するため、条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 施行日 公布の日 

環境経済部 

議案 

第１０号 

袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例の制定について 

 （主な内容） 

 企業の設備投資に対する奨励措置の見直し及び有効期限の

延長を行うことにより、更なる設備投資を促進し、本市の産

業基盤の強化及び持続的な発展を図るため、条例の一部を改

正しようとするものである。 

 施行日 公布の日 

環境経済部 

議案 

第１１号 

袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者の指定について 

 （主な内容） 

 袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者の指定に当た

り、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求めるものである。 

市民子育て

部 
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No.３ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第１２号 

袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者の指定について 

 （主な内容） 

 袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者の指定に当たり、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

るものである。 

福祉部 

議案 

第１３号 

契約の締結について（昭和中学校校舎増築工事（建築工事）） 

 （主な内容） 

 昭和中学校校舎増築工事（建築工事）の請負について、袖

ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもので

ある。 

総務部 

議案 

第１４号 

令和６年度袖ケ浦市一般会計補正予算（第６号） 

 （主な内容） 

財政部 

 補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減  

３１４億 

９千８９０万７千円 

３１０億 

５千８８７万７千円 

４億 

４千３万円 

議案 

第１５号 

令和６年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 （主な内容） 

市民子育て

部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

６１億 

１千７８４万３千円 

６１億 

９７１万７千円 

 

８１２万６千円 

議案 

第１６号 

令和６年度袖ケ浦市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 （主な内容） 

市民子育て

部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

９億 

３千１１０万３千円 

９億 

３千１９万３千円 

 

９１万円 

議案 

第１７号 

令和６年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 （主な内容） 

福祉部 

補正後 予算額 補正前 予算額 予算額の増減 

５１億 

４７８万４千円 

５０億 

９千２９５万円 

 

１千１８３万４千円 

議案 

第１８号 

令和６年度袖ケ浦市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 （主な内容） 

補正後の収益的支出予定額  補正前の収益的支出予定額 

１６億２千２９２万８千円  １６億２千１２７万３千円 

予定額の増減 

１６５万５千円 

補正後の資本的支出予定額  補正前の資本的支出予定額 

８億４千６６９万１千円   ８億４千６２６万１千円 

予定額の増減 

４３万円 

都市建設部 
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No.４ 

議案番号 件    名    等 関係部等 

議案 

第１９号 

教育委員会委員の任命について 

（主な内容） 

 袖ケ浦市教育委員会委員髙野隆晃氏が令和６年１２月２０

日をもって任期満了となるため、同氏を再任することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

の規定により、議会の同意を求めるものである。 

教育部 

議案 

第２０号 

袖ケ浦市と木更津市との間における救急急病医療事業に関す

る事務の委託に関する規約の制定に関する協議について 

 （主な内容）                    

 事務の委託に関する規約を制定することについて、地方自

治法第２５２条の１４第１項の規定により、木更津市と協議

を行うに当たり、同条第３項で準用する同法第２５２条の２

の２第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 

市民子育て

部 

議案 

第２１号 

君津郡市広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及 

び君津郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約 

の制定に関する協議について 

 （主な内容）                    

 君津郡市広域市町村圏事務組合で共同処理する事務のう

ち、救急急病医療事業に関する事務を除くため、規約の一部

を改正することについて、関係地方公共団体と協議するに当

たり、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求め

るものである。 

企画政策部 

議案 

第２２号 

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減 

少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約 

の制定に関する協議について 

 （主な内容）                    

 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体である

布施学校組合が令和７年３月３１日をもって解散することに

伴い、組合を組織する団体の数の減少及び組合規約の一部を

改正することについて、関係地方公共団体と協議するに当た

り、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求める

ものである。 

総務部 

諮問 

第１号 

人権擁護委員の推薦について 

 （主な内容） 

 令和６年１０月３１日をもって退任となった人権擁護委員

の後任として武井千尋氏を推薦することについて、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるもの

である。 

企画政策部 
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議案第１号資料 

袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す 

る条例の概要説明 

 

１ 条例制定の背景 

  千葉県では、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条

例（平成１２年千葉県条例第１号）を定め、市町村の意向を踏まえた上

で、住民の利便性向上や市町村独自のまちづくりに資する権限移譲に取

り組んでいます。 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）に基づ

く開発行為の許可（以下「開発許可」という。）に関する事務等の権限に

ついては、千葉県内において市街化区域と市街化調整区域の区分がされ

ている２６市町のうち、令和５年度末時点で１９市が権限を有しており

ます。 

  本市においても、千葉県知事からの開発許可に関する事務等の権限移

譲により、将来の人口減少への対応や、既存コミュニティの維持、良好

な居住環境の形成等を図ろうとするものです。 

 

２ 条例制定の目的 

  開発許可に関する事務等の権限移譲に伴い、地域の実情に沿ったまち

づくりを行うことを目的として、開発行為及び市街化調整区域のうち開

発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準について、

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例（平成１３年千葉県

条例第３８号）と同一の基準のほか、既存集落における自己居住用の専

用住宅の建築の基準等を設けるとともに、道路整備基準の強化及び公園

等設置基準の緩和を行うため、新たに条例を制定しようとするもので

す。 
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３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 

４ 県及び近隣市の状況 

  千 葉 県：平成１４年４月１日施行 

  市 原 市：平成１４年４月１日施行 

  木 更 津 市：平成１４年４月１日施行 

  君 津 市：条例制定無し（権限未移譲） 

  富 津 市：条例制定無し（権限未移譲） 

 

５ 条例における基本的事項 

第１条（趣旨） 

この条例の趣旨について規定するものです。 

第２条（定義） 

この条例における用語の定義について規定するものです。 

第３条（法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び

緩和） 

法第３３条第３項の条例で定める技術的細目の制限の強化及び緩

和について規定するものです。 

第４条（法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域について規定す

るものです。 

第５条（法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途） 

法第３４条第１１号の条例で定める予定建築物等の用途について

規定するものです。 

第６条（法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為） 

法第３４条第１１号に該当すると認める開発行為について規定す

るものです。 
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第７条（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

  法第３４条第１２号の条例で定める開発行為について規定するもの

です。 

第８条（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物） 

  都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第３６条第１項第

３号ハの条例で定める建築物について規定するものです。 

第９条（委任） 

  この条例の施行に関し必要な事項は、規則によることについて規定

するものです。 

附則 

第１項（施行期日） 

    この条例の施行日を令和７年４月１日と規定するものです。 

  第２項（経過措置） 

第４条第１項に規定する法第３４条第１１号の条例で指定する

土地の区域を市長が指定する日までの間は、千葉県知事が指定した

土地の区域を市長が指定する土地の区域とみなすことについて規

定するものです。 

  第３項 

    附則第２項の規定により市長が指定する土地の区域とみなした土

地の区域は、第４条第３項の規定により告示したものとみなすこと

について規定するものです。 

  第４項（準備行為） 

    第４条第２項の規定による袖ケ浦市都市計画審議会への諮問その

他の必要な準備行為は、この条例の施行前に行うことができること

について規定するものです。 
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第１条 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（初任給、昇格及び昇給） （初任給、昇格及び昇給） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、第

５条第２項の規定により任命権者が決定する。 

２ 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、前

条第２項＿の規定により任命権者が決定する。 

 （期末手当）  （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００分の７１．２５」

とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２２．５」とあるのは、「１００分の６８．７５」

とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する

勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する

勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

-12-



職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し

た額に１００分の１０７．５を乗じて得た額の総額 

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し

た額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じて

得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７５を乗じて

得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第５条関係） 

※ 省略。内容については、給料表改定前・改定後新旧対照表（第１条

関連）を参照のこと。 

別表第１（第５条関係） 

 ※ 省略。内容については、給料表改定前・改定後新旧対照表（第１条

関連）を参照のこと。 
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袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例参考資料

別表第１

号 給
改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 162,100 183,500 21,400 13.20% 208,000 230,000 22,000 10.58% 240,900 261,300 20,400 8.47% 271,600 287,300 15,700 5.78%

2 163,200 184,600 21,400 13.11% 209,700 231,500 21,800 10.40% 242,400 262,300 19,900 8.21% 273,200 288,900 15,700 5.75%

3 164,400 185,800 21,400 13.02% 211,400 233,000 21,600 10.22% 243,800 263,300 19,500 8.00% 274,700 290,400 15,700 5.72%

4 165,500 186,900 21,400 12.93% 212,900 234,500 21,600 10.15% 245,200 264,300 19,100 7.79% 276,300 291,900 15,600 5.65%

5 166,600 188,000 21,400 12.85% 214,400 236,000 21,600 10.07% 246,400 265,300 18,900 7.67% 277,800 293,400 15,600 5.62%

6 167,700 189,700 22,000 13.12% 216,200 237,500 21,300 9.85% 248,000 266,300 18,300 7.38% 279,500 294,900 15,400 5.51%

7 168,800 191,300 22,500 13.33% 217,900 239,000 21,100 9.68% 249,500 267,300 17,800 7.13% 281,300 296,300 15,000 5.33%

8 169,900 192,900 23,000 13.54% 219,600 240,500 20,900 9.52% 250,900 268,300 17,400 6.94% 283,100 297,600 14,500 5.12%

9 170,900 194,500 23,600 13.81% 221,100 242,000 20,900 9.45% 252,000 269,300 17,300 6.87% 284,800 298,800 14,000 4.92%

10 172,300 196,200 23,900 13.87% 222,600 243,400 20,800 9.34% 253,400 270,300 16,900 6.67% 286,700 300,300 13,600 4.74%

11 173,600 197,800 24,200 13.94% 224,100 244,800 20,700 9.24% 254,900 271,300 16,400 6.43% 288,500 301,800 13,300 4.61%

12 174,900 199,400 24,500 14.01% 225,600 246,200 20,600 9.13% 256,200 272,300 16,100 6.28% 290,300 303,200 12,900 4.44%

13 176,100 201,000 24,900 14.14% 226,800 247,400 20,600 9.08% 257,500 273,300 15,800 6.14% 292,100 304,600 12,500 4.28%

14 177,600 202,700 25,100 14.13% 228,200 248,600 20,400 8.94% 258,700 274,300 15,600 6.03% 293,700 305,700 12,000 4.09%

15 179,100 204,400 25,300 14.13% 229,600 249,800 20,200 8.80% 259,900 275,300 15,400 5.93% 295,100 306,700 11,600 3.93%

16 180,700 206,100 25,400 14.06% 231,000 251,000 20,000 8.66% 261,100 276,400 15,300 5.86% 296,500 307,900 11,400 3.84%

17 181,800 207,400 25,600 14.08% 232,400 252,100 19,700 8.48% 262,300 277,400 15,100 5.76% 298,000 309,100 11,100 3.72%

18 183,200 209,000 25,800 14.08% 234,000 253,200 19,200 8.21% 263,600 278,700 15,100 5.73% 300,000 310,700 10,700 3.57%

19 184,600 210,600 26,000 14.08% 235,500 254,300 18,800 7.98% 264,900 280,000 15,100 5.70% 302,000 312,300 10,300 3.41%

20 186,000 212,100 26,100 14.03% 236,900 255,400 18,500 7.81% 266,200 281,200 15,000 5.63% 303,800 313,900 10,100 3.32%

21 187,300 213,600 26,300 14.04% 238,100 256,400 18,300 7.69% 267,600 282,500 14,900 5.57% 305,500 315,400 9,900 3.24%

22 189,600 215,200 25,600 13.50% 239,700 257,400 17,700 7.38% 269,100 283,800 14,700 5.46% 307,400 317,000 9,600 3.12%

23 191,800 216,800 25,000 13.03% 241,200 258,400 17,200 7.13% 270,700 285,000 14,300 5.28% 309,300 318,600 9,300 3.01%

職務
の級

１　級 ２　級 ４　級３　級

給料表改定前・改定後新旧対照表（第１条関連）
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号 給
改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

職務
の級

１　級 ２　級 ４　級３　級

24 194,000 218,400 24,400 12.58% 242,600 259,400 16,800 6.92% 272,200 286,200 14,000 5.14% 311,100 320,200 9,100 2.93%

25 196,200 220,000 23,800 12.13% 243,600 260,400 16,800 6.90% 273,800 287,300 13,500 4.93% 312,800 321,700 8,900 2.85%

26 197,900 221,700 23,800 12.03% 245,100 261,300 16,200 6.61% 275,500 288,500 13,000 4.72% 314,800 323,400 8,600 2.73%

27 199,400 223,000 23,600 11.84% 246,400 262,200 15,800 6.41% 277,100 289,800 12,700 4.58% 316,800 325,000 8,200 2.59%

28 200,900 224,300 23,400 11.65% 247,600 263,100 15,500 6.26% 278,700 291,100 12,400 4.45% 318,700 326,600 7,900 2.48%

29 202,400 225,600 23,200 11.46% 248,700 263,900 15,200 6.11% 280,300 292,400 12,100 4.32% 320,400 328,000 7,600 2.37%

30 203,800 226,700 22,900 11.24% 249,700 264,700 15,000 6.01% 281,800 293,400 11,600 4.12% 322,400 329,700 7,300 2.26%

31 205,200 227,800 22,600 11.01% 250,600 265,500 14,900 5.95% 283,300 294,400 11,100 3.92% 324,400 331,400 7,000 2.16%

32 206,600 228,900 22,300 10.79% 251,500 266,300 14,800 5.88% 284,800 295,500 10,700 3.76% 326,400 333,000 6,600 2.02%

33 208,000 230,000 22,000 10.58% 252,400 267,000 14,600 5.78% 285,900 296,600 10,700 3.74% 327,600 334,200 6,600 2.01%

34 209,300 231,100 21,800 10.42% 253,300 267,800 14,500 5.72% 287,500 297,800 10,300 3.58% 329,600 336,100 6,500 1.97%

35 210,600 232,200 21,600 10.26% 254,100 268,600 14,500 5.71% 289,000 298,900 9,900 3.43% 331,500 337,800 6,300 1.90%

36 211,900 233,300 21,400 10.10% 254,900 269,300 14,400 5.65% 290,500 300,100 9,600 3.30% 333,500 339,400 5,900 1.77%

37 213,200 234,400 21,200 9.94% 255,600 270,000 14,400 5.63% 291,900 301,300 9,400 3.22% 335,400 340,900 5,500 1.64%

38 214,400 235,400 21,000 9.79% 256,700 270,800 14,100 5.49% 293,500 302,600 9,100 3.10% 337,300 342,500 5,200 1.54%

39 215,600 236,400 20,800 9.65% 257,900 271,600 13,700 5.31% 295,100 303,900 8,800 2.98% 339,200 344,100 4,900 1.44%

40 216,700 237,300 20,600 9.51% 259,000 272,300 13,300 5.14% 296,700 305,200 8,500 2.86% 341,100 345,700 4,600 1.35%

41 217,800 238,200 20,400 9.37% 260,200 273,000 12,800 4.92% 298,200 306,500 8,300 2.78% 342,900 347,400 4,500 1.31%

42 218,900 239,100 20,200 9.23% 261,400 273,800 12,400 4.74% 299,800 307,800 8,000 2.67% 344,800 349,200 4,400 1.28%

43 219,900 239,900 20,000 9.10% 262,500 274,600 12,100 4.61% 301,300 309,100 7,800 2.59% 346,600 351,000 4,400 1.27%

44 220,900 240,700 19,800 8.96% 263,600 275,300 11,700 4.44% 302,800 310,400 7,600 2.51% 348,400 352,800 4,400 1.26%

45 221,800 241,400 19,600 8.84% 264,700 276,000 11,300 4.27% 304,400 311,700 7,300 2.40% 349,900 354,300 4,400 1.26%

46 222,700 242,000 19,300 8.67% 265,800 276,700 10,900 4.10% 306,000 313,000 7,000 2.29% 351,300 355,700 4,400 1.25%

47 223,600 242,600 19,000 8.50% 266,900 277,400 10,500 3.93% 307,600 314,300 6,700 2.18% 352,700 357,100 4,400 1.25%

48 224,500 243,200 18,700 8.33% 267,900 278,100 10,200 3.81% 309,100 315,400 6,300 2.04% 354,200 358,500 4,300 1.21%

49 225,400 243,800 18,400 8.16% 268,900 278,800 9,900 3.68% 310,000 316,300 6,300 2.03% 355,700 360,000 4,300 1.21%

50 226,300 244,400 18,100 8.00% 269,900 279,500 9,600 3.56% 311,500 317,600 6,100 1.96% 356,500 360,800 4,300 1.21%
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号 給
改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

職務
の級

１　級 ２　級 ４　級３　級

51 227,200 245,000 17,800 7.83% 270,900 280,200 9,300 3.43% 313,000 318,900 5,900 1.88% 357,500 361,800 4,300 1.20%

52 228,100 245,500 17,400 7.63% 271,800 280,900 9,100 3.35% 314,600 320,200 5,600 1.78% 358,500 362,800 4,300 1.20%

53 228,900 246,000 17,100 7.47% 272,700 281,500 8,800 3.23% 316,200 321,400 5,200 1.64% 359,400 363,700 4,300 1.20%

54 229,800 246,400 16,600 7.22% 273,600 282,200 8,600 3.14% 317,800 322,700 4,900 1.54% 360,500 364,800 4,300 1.19%

55 230,700 246,700 16,000 6.94% 274,500 282,800 8,300 3.02% 319,300 323,900 4,600 1.44% 361,400 365,700 4,300 1.19%

56 231,500 247,000 15,500 6.70% 275,400 283,500 8,100 2.94% 320,800 325,100 4,300 1.34% 362,400 366,700 4,300 1.19%

57 231,800 247,300 15,500 6.69% 276,300 284,100 7,800 2.82% 322,200 326,400 4,200 1.30% 363,300 367,600 4,300 1.18%

58 232,600 247,600 15,000 6.45% 277,200 284,800 7,600 2.74% 323,400 327,500 4,100 1.27% 364,000 368,300 4,300 1.18%

59 233,300 247,900 14,600 6.26% 278,100 285,400 7,300 2.62% 324,500 328,600 4,100 1.26% 364,700 369,000 4,300 1.18%

60 233,900 248,200 14,300 6.11% 279,000 286,100 7,100 2.54% 325,600 329,700 4,100 1.26% 365,300 369,600 4,300 1.18%

61 234,500 248,500 14,000 5.97% 280,000 286,700 6,700 2.39% 326,300 330,400 4,100 1.26% 365,700 370,000 4,300 1.18%

62 235,200 248,800 13,600 5.78% 281,000 287,400 6,400 2.28% 327,200 331,300 4,100 1.25% 366,300 370,600 4,300 1.17%

63 235,800 249,100 13,300 5.64% 281,900 288,000 6,100 2.16% 328,000 332,000 4,000 1.22% 367,000 371,300 4,300 1.17%

64 236,300 249,400 13,100 5.54% 282,800 288,500 5,700 2.02% 328,800 332,800 4,000 1.22% 367,700 372,000 4,300 1.17%

65 236,800 249,700 12,900 5.45% 283,300 289,000 5,700 2.01% 329,600 333,600 4,000 1.21% 368,000 372,300 4,300 1.17%

66 237,300 250,000 12,700 5.35% 284,000 289,600 5,600 1.97% 330,000 334,000 4,000 1.21% 368,700 373,000 4,300 1.17%

67 237,800 250,300 12,500 5.26% 284,700 290,100 5,400 1.90% 330,600 334,600 4,000 1.21% 369,400 373,700 4,300 1.16%

68 238,400 250,600 12,200 5.12% 285,600 290,700 5,100 1.79% 331,300 335,300 4,000 1.21% 370,000 374,300 4,300 1.16%

69 238,900 250,900 12,000 5.02% 286,600 291,200 4,600 1.61% 332,100 336,100 4,000 1.20% 370,300 374,600 4,300 1.16%

70 239,400 251,200 11,800 4.93% 287,400 291,700 4,300 1.50% 332,800 336,800 4,000 1.20% 370,900 375,100 4,200 1.13%

71 239,900 251,500 11,600 4.84% 288,200 292,300 4,100 1.42% 333,500 337,500 4,000 1.20% 371,600 375,700 4,100 1.10%

72 240,400 251,800 11,400 4.74% 289,000 292,900 3,900 1.35% 334,100 338,100 4,000 1.20% 372,200 376,300 4,100 1.10%

73 240,900 252,100 11,200 4.65% 289,700 293,400 3,700 1.28% 334,600 338,600 4,000 1.20% 372,500 376,600 4,100 1.10%

74 241,400 252,400 11,000 4.56% 290,200 293,900 3,700 1.27% 335,200 339,200 4,000 1.19% 373,100 377,200 4,100 1.10%

75 241,800 252,700 10,900 4.51% 290,600 294,300 3,700 1.27% 335,700 339,700 4,000 1.19% 373,800 377,900 4,100 1.10%

76 242,300 253,000 10,700 4.42% 291,000 294,600 3,600 1.24% 336,300 340,300 4,000 1.19% 374,400 378,500 4,100 1.10%

77 242,800 253,300 10,500 4.32% 291,200 294,800 3,600 1.24% 336,600 340,600 4,000 1.19% 374,800 378,900 4,100 1.09%
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号 給
改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

職務
の級

１　級 ２　級 ４　級３　級

78 243,300 253,600 10,300 4.23% 291,500 295,100 3,600 1.23% 337,100 341,100 4,000 1.19% 375,300 379,400 4,100 1.09%

79 243,800 253,900 10,100 4.14% 291,700 295,300 3,600 1.23% 337,500 341,500 4,000 1.19% 375,900 380,000 4,100 1.09%

80 244,300 254,200 9,900 4.05% 292,000 295,600 3,600 1.23% 337,900 341,900 4,000 1.18% 376,400 380,500 4,100 1.09%

81 244,700 254,500 9,800 4.00% 292,200 295,800 3,600 1.23% 338,300 342,300 4,000 1.18% 376,900 381,000 4,100 1.09%

82 245,200 254,800 9,600 3.92% 292,400 296,000 3,600 1.23% 338,800 342,800 4,000 1.18% 377,500 381,600 4,100 1.09%

83 245,600 255,100 9,500 3.87% 292,700 296,300 3,600 1.23% 339,300 343,300 4,000 1.18% 378,000 382,100 4,100 1.08%

84 246,000 255,400 9,400 3.82% 292,900 296,500 3,600 1.23% 339,800 343,800 4,000 1.18% 378,300 382,400 4,100 1.08%

85 246,400 255,700 9,300 3.77% 293,200 296,800 3,600 1.23% 340,100 344,100 4,000 1.18% 378,700 382,800 4,100 1.08%

86 246,800 256,000 9,200 3.73% 340,500 344,500 4,000 1.17% 379,200 383,300 4,100 1.08%

87 247,200 256,300 9,100 3.68% 341,000 344,900 3,900 1.14% 379,600 383,700 4,100 1.08%

88 247,600 256,600 9,000 3.63% 341,400 345,300 3,900 1.14% 380,000 384,100 4,100 1.08%

89 248,000 256,900 8,900 3.59% 341,700 345,600 3,900 1.14% 380,400 384,500 4,100 1.08%

90 248,500 257,200 8,700 3.50% 342,100 346,000 3,900 1.14% 380,900 385,000 4,100 1.08%

91 248,800 257,500 8,700 3.50% 342,600 346,400 3,800 1.11% 381,300 385,400 4,100 1.08%

92 249,100 257,800 8,700 3.49% 343,000 346,800 3,800 1.11% 381,700 385,800 4,100 1.07%

93 249,400 258,100 8,700 3.49% 343,200 347,000 3,800 1.11% 382,000 386,100 4,100 1.07%

94 343,600 347,400 3,800 1.11% 382,500 386,600 4,100 1.07%

95 344,100 347,800 3,700 1.08% 382,900 387,000 4,100 1.07%

96 344,500 348,200 3,700 1.07% 383,300 387,400 4,100 1.07%

97 344,700 348,400 3,700 1.07% 383,600 387,700 4,100 1.07%

98 345,100 348,800 3,700 1.07%

99 345,500 349,200 3,700 1.07%

100 345,800 349,500 3,700 1.07%

101 346,100 349,800 3,700 1.07%

102 346,500 350,200 3,700 1.07%

103 346,900 350,600 3,700 1.07%

104 347,300 351,000 3,700 1.07%
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号 給
改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

職務
の級

１　級 ２　級 ４　級３　級

105 347,800 351,500 3,700 1.06%

106 348,200 351,900 3,700 1.06%

107 348,600 352,300 3,700 1.06%

108 349,000 352,700 3,700 1.06%

109 349,500 353,200 3,700 1.06%

110 349,900 353,600 3,700 1.06%

111 350,200 353,900 3,700 1.06%

112 350,500 354,200 3,700 1.06%

113 351,000 354,700 3,700 1.05%

114 351,300 355,000 3,700 1.05%

115 351,600 355,300 3,700 1.05%

116 351,800 355,500 3,700 1.05%

117 352,200 355,900 3,700 1.05%
　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

188,700 216,200 256,200 275,600192,000 3,300 1.75% 219,500 3,300 1.53% 260,000 3,800 1.48% 279,700 4,100 1.49%

　任期
　付職
　員

170,900 194,500 23,600 13.81% 208,000 230,000 22,000 10.58% 237,200 257,600 20,400 8.60% 264,900 280,600 15,700 5.93%
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号 給

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

職務
の級

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

295,400 309,800 14,400 4.87% 323,100 335,000 11,900 3.68% 365,500 373,400 7,900 2.16% 410,300 415,600 5,300 1.29%

297,500 311,500 14,000 4.71% 325,300 336,900 11,600 3.57% 368,100 376,000 7,900 2.15% 412,700 418,000 5,300 1.28%

299,500 313,200 13,700 4.57% 327,500 338,700 11,200 3.42% 370,500 378,300 7,800 2.11% 415,200 420,500 5,300 1.28%

301,400 314,700 13,300 4.41% 329,500 340,500 11,000 3.34% 372,900 380,500 7,600 2.04% 417,600 422,900 5,300 1.27%

303,200 316,100 12,900 4.25% 331,500 342,200 10,700 3.23% 374,800 382,400 7,600 2.03% 419,500 424,800 5,300 1.26%

305,000 317,400 12,400 4.07% 333,500 343,900 10,400 3.12% 377,300 384,700 7,400 1.96% 421,600 426,900 5,300 1.26%

306,600 318,700 12,100 3.95% 335,400 345,500 10,100 3.01% 379,600 386,800 7,200 1.90% 423,700 429,000 5,300 1.25%

308,200 320,000 11,800 3.83% 337,300 347,200 9,900 2.94% 382,100 388,800 6,700 1.75% 425,900 431,200 5,300 1.24%

309,800 321,300 11,500 3.71% 339,200 348,800 9,600 2.83% 384,500 390,800 6,300 1.64% 427,800 433,100 5,300 1.24%

312,000 323,100 11,100 3.56% 341,200 350,500 9,300 2.73% 387,100 393,100 6,000 1.55% 429,900 435,200 5,300 1.23%

314,200 324,900 10,700 3.41% 343,200 352,100 8,900 2.59% 389,700 395,300 5,600 1.44% 432,000 437,300 5,300 1.23%

316,200 326,600 10,400 3.29% 345,200 353,700 8,500 2.46% 392,300 397,500 5,200 1.33% 433,900 439,200 5,300 1.22%

318,200 328,300 10,100 3.17% 347,000 355,200 8,200 2.36% 394,600 399,700 5,100 1.29% 435,600 440,900 5,300 1.22%

320,200 330,000 9,800 3.06% 349,000 356,900 7,900 2.26% 396,900 402,000 5,100 1.28% 437,400 442,700 5,300 1.21%

322,100 331,700 9,600 2.98% 350,900 358,500 7,600 2.17% 399,100 404,200 5,100 1.28% 439,300 444,600 5,300 1.21%

324,000 333,400 9,400 2.90% 352,800 360,100 7,300 2.07% 401,400 406,500 5,100 1.27% 441,200 446,500 5,300 1.20%

325,900 335,000 9,100 2.79% 354,500 361,700 7,200 2.03% 403,200 408,300 5,100 1.26% 443,000 448,300 5,300 1.20%

327,900 336,700 8,800 2.68% 356,500 363,500 7,000 1.96% 405,100 410,200 5,100 1.26% 444,800 450,100 5,300 1.19%

329,800 338,400 8,600 2.61% 358,300 365,000 6,700 1.87% 407,000 412,100 5,100 1.25% 446,600 451,900 5,300 1.19%

331,700 340,000 8,300 2.50% 360,200 366,600 6,400 1.78% 408,800 413,900 5,100 1.25% 448,300 453,600 5,300 1.18%

333,400 341,500 8,100 2.43% 362,100 368,000 5,900 1.63% 410,600 415,700 5,100 1.24% 450,100 455,400 5,300 1.18%

335,400 343,100 7,700 2.30% 364,000 369,600 5,600 1.54% 412,400 417,500 5,100 1.24% 451,600 456,900 5,300 1.17%

337,400 344,700 7,300 2.16% 365,900 371,200 5,300 1.45% 414,200 419,300 5,100 1.23% 453,000 458,300 5,300 1.17%

339,300 346,200 6,900 2.03% 367,800 372,700 4,900 1.33% 416,000 421,100 5,100 1.23% 454,500 459,800 5,300 1.17%

340,700 347,600 6,900 2.03% 369,700 374,600 4,900 1.33% 417,600 422,700 5,100 1.22% 455,900 461,200 5,300 1.16%

342,600 349,300 6,700 1.96% 371,600 376,500 4,900 1.32% 419,100 424,200 5,100 1.22% 457,200 462,500 5,300 1.16%

７　級 ８　級５　級 ６　級
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号 給

職務
の級

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

７　級 ８　級５　級 ６　級

344,500 350,900 6,400 1.86% 373,500 378,400 4,900 1.31% 420,600 425,700 5,100 1.21% 458,500 463,800 5,300 1.16%

346,400 352,500 6,100 1.76% 375,400 380,200 4,800 1.28% 422,100 427,200 5,100 1.21% 459,700 465,000 5,300 1.15%

348,000 353,700 5,700 1.64% 376,900 381,700 4,800 1.27% 423,600 428,700 5,100 1.20% 460,700 466,000 5,300 1.15%

349,900 355,200 5,300 1.51% 378,700 383,500 4,800 1.27% 424,900 430,000 5,100 1.20% 461,400 466,700 5,300 1.15%

351,700 356,700 5,000 1.42% 380,500 385,200 4,700 1.24% 426,200 431,300 5,100 1.20% 462,200 467,400 5,200 1.13%

353,500 358,200 4,700 1.33% 382,100 386,800 4,700 1.23% 427,400 432,500 5,100 1.19% 462,900 468,100 5,200 1.12%

355,300 359,900 4,600 1.29% 383,800 388,500 4,700 1.22% 428,600 433,700 5,100 1.19% 463,600 468,800 5,200 1.12%

357,100 361,700 4,600 1.29% 385,200 389,900 4,700 1.22% 429,900 435,000 5,100 1.19% 464,400 469,500 5,100 1.10%

358,800 363,400 4,600 1.28% 386,600 391,300 4,700 1.22% 431,200 436,300 5,100 1.18% 465,100 470,100 5,000 1.08%

360,500 365,100 4,600 1.28% 388,000 392,700 4,700 1.21% 432,400 437,500 5,100 1.18% 465,700 470,700 5,000 1.07%

361,900 366,500 4,600 1.27% 389,400 394,100 4,700 1.21% 433,600 438,700 5,100 1.18% 466,200 471,200 5,000 1.07%

363,200 367,800 4,600 1.27% 390,600 395,300 4,700 1.20% 434,400 439,500 5,100 1.17% 466,800 471,800 5,000 1.07%

364,500 369,000 4,500 1.23% 391,800 396,500 4,700 1.20% 435,200 440,300 5,100 1.17% 467,400 472,400 5,000 1.07%

365,900 370,400 4,500 1.23% 392,800 397,500 4,700 1.20% 436,000 441,100 5,100 1.17% 468,000 473,000 5,000 1.07%

367,000 371,500 4,500 1.23% 393,900 398,600 4,700 1.19% 436,600 441,700 5,100 1.17% 468,500 473,500 5,000 1.07%

367,900 372,400 4,500 1.22% 395,100 399,800 4,700 1.19% 437,300 442,300 5,000 1.14% 469,000 474,000 5,000 1.07%

368,900 373,400 4,500 1.22% 396,200 400,900 4,700 1.19% 438,000 442,900 4,900 1.12% 469,400 474,400 5,000 1.07%

370,000 374,500 4,500 1.22% 397,300 402,000 4,700 1.18% 438,700 443,500 4,800 1.09% 469,700 474,700 5,000 1.06%

370,800 375,300 4,500 1.21% 398,000 402,700 4,700 1.18% 439,500 444,200 4,700 1.07% 470,000 475,000 5,000 1.06%

371,700 376,200 4,500 1.21% 398,700 403,400 4,700 1.18% 440,300 445,000 4,700 1.07% 470,600 475,600 5,000 1.06%

372,600 377,100 4,500 1.21% 399,400 404,100 4,700 1.18% 440,700 445,400 4,700 1.07% 471,300 476,300 5,000 1.06%

373,400 377,900 4,500 1.21% 400,100 404,800 4,700 1.17% 441,400 446,100 4,700 1.06% 472,000 477,000 5,000 1.06%

374,200 378,700 4,500 1.20% 400,700 405,400 4,700 1.17% 441,900 446,600 4,700 1.06% 472,700 477,700 5,000 1.06%

375,000 379,500 4,500 1.20% 401,300 406,000 4,700 1.17% 442,300 447,000 4,700 1.06% 473,300 478,300 5,000 1.06%

375,800 380,300 4,500 1.20% 401,800 406,500 4,700 1.17% 442,700 447,400 4,700 1.06% 474,000 479,000 5,000 1.05%

376,500 381,000 4,500 1.20% 402,200 406,900 4,700 1.17% 443,100 447,800 4,700 1.06% 474,700 479,700 5,000 1.05%

377,200 381,700 4,500 1.19% 402,600 407,300 4,700 1.17% 443,500 448,200 4,700 1.06% 475,400 480,400 5,000 1.05%
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号 給

職務
の級

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

７　級 ８　級５　級 ６　級

377,900 382,400 4,500 1.19% 402,900 407,500 4,600 1.14% 443,900 448,600 4,700 1.06% 476,000 481,000 5,000 1.05%

378,600 383,100 4,500 1.19% 403,200 407,800 4,600 1.14% 444,300 449,000 4,700 1.06% 476,700 481,700 5,000 1.05%

379,300 383,800 4,500 1.19% 403,500 408,100 4,600 1.14% 444,600 449,300 4,700 1.06% 477,400 482,400 5,000 1.05%

379,800 384,300 4,500 1.18% 403,800 408,400 4,600 1.14% 444,900 449,600 4,700 1.06% 478,100 483,100 5,000 1.05%

380,400 384,900 4,500 1.18% 404,100 408,700 4,600 1.14% 445,300 450,000 4,700 1.06%

381,000 385,500 4,500 1.18% 404,400 409,000 4,600 1.14% 445,600 450,300 4,700 1.05%

381,700 386,200 4,500 1.18% 404,700 409,300 4,600 1.14% 445,900 450,600 4,700 1.05%

382,100 386,600 4,500 1.18% 405,000 409,500 4,500 1.11% 446,200 450,900 4,700 1.05%

382,800 387,200 4,400 1.15% 405,300 409,800 4,500 1.11% 446,900 451,600 4,700 1.05%

383,400 387,800 4,400 1.15% 405,600 410,100 4,500 1.11% 447,600 452,300 4,700 1.05%

384,000 388,300 4,300 1.12% 405,900 410,400 4,500 1.11% 448,300 453,000 4,700 1.05%

384,400 388,700 4,300 1.12% 406,200 410,600 4,400 1.08% 448,800 453,500 4,700 1.05%

385,000 389,300 4,300 1.12% 406,500 410,900 4,400 1.08%

385,600 389,900 4,300 1.12% 406,800 411,200 4,400 1.08%

386,200 390,400 4,200 1.09% 407,100 411,500 4,400 1.08%

386,600 390,800 4,200 1.09% 407,300 411,700 4,400 1.08%

387,100 391,300 4,200 1.08% 407,600 412,000 4,400 1.08%

387,600 391,800 4,200 1.08% 407,900 412,300 4,400 1.08%

388,200 392,400 4,200 1.08% 408,100 412,500 4,400 1.08%

388,500 392,700 4,200 1.08% 408,300 412,700 4,400 1.08%

388,900 393,100 4,200 1.08% 408,600 413,000 4,400 1.08%

389,300 393,500 4,200 1.08% 408,900 413,300 4,400 1.08%

389,700 393,900 4,200 1.08% 409,100 413,500 4,400 1.08%

390,000 394,200 4,200 1.08% 409,300 413,700 4,400 1.08%

390,300 394,500 4,200 1.08% 409,600 414,000 4,400 1.07%

390,600 394,800 4,200 1.08% 409,900 414,300 4,400 1.07%

390,800 395,000 4,200 1.07% 410,100 414,500 4,400 1.07%
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号 給

職務
の級

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

７　級 ８　級５　級 ６　級

391,000 395,200 4,200 1.07% 410,300 414,700 4,400 1.07%

391,300 395,500 4,200 1.07% 410,600 415,000 4,400 1.07%

391,600 395,800 4,200 1.07% 410,900 415,300 4,400 1.07%

391,800 396,000 4,200 1.07% 411,100 415,500 4,400 1.07%

392,000 396,200 4,200 1.07% 411,300 415,700 4,400 1.07%

392,300 396,500 4,200 1.07% 411,900 416,300 4,400 1.07%

392,600 396,800 4,200 1.07% 412,500 416,900 4,400 1.07%

392,800 397,000 4,200 1.07% 413,100 417,500 4,400 1.07%

393,000 397,200 4,200 1.07% 413,500 417,900 4,400 1.06%

393,300 397,500 4,200 1.07% 414,100 418,500 4,400 1.06%

393,600 397,800 4,200 1.07% 414,700 419,100 4,400 1.06%

393,800 398,000 4,200 1.07% 415,300 419,700 4,400 1.06%

394,000 398,200 4,200 1.07% 415,700 420,100 4,400 1.06%

394,600 398,800 4,200 1.06%

395,200 399,400 4,200 1.06%

395,800 400,000 4,200 1.06%

396,200 400,400 4,200 1.06%

396,800 401,000 4,200 1.06%

397,400 401,600 4,200 1.06%

398,000 402,200 4,200 1.06%

398,400 402,600 4,200 1.05%

399,000 403,200 4,200 1.05%

399,600 403,800 4,200 1.05%

400,200 404,400 4,200 1.05%

400,600 404,800 4,200 1.05%
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号 給

職務
の級

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

　任期
　付職
　員

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

改定前
給料Ａ

改定後
給料Ｂ

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

７　級 ８　級５　級 ６　級

7,900298,100 310,000 11,900 3.99% 328,200 336,100280,500 294,900 14,400 2.41% 363,200 368,500 5,300 1.46%5.13%

1.28%362,700 4,700 1.31% 391,200 396,200 5,000358,000290,700 294,900 4,200 1.44% 316,200 320,600 4,400 1.39%
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第２条 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表 

改 正 後 本改正条例第１条の規定による改正後 

（初任給、昇格及び昇給） （初任給、昇格及び昇給） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下

この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給

の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の

昇給の号給数を４号給（職務の級が７級＿＿であるものについては３号

給、８級であるものについては０号給）とすることを標準として規則で

定める基準に従い決定するものとする。 

６ 前項の規定により職員（次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下

この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給

の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の

昇給の号給数を４号給（職務の級が７級以上であるものについては３号

給＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）とすることを標準として規則で

定める基準に従い決定するものとする。 

７ ５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規則で定

めるもの）に達した日後最初に到来する４月１日以降に在職する職員に

関する前項の規定の適用については、同項中「４号給（職務の級が７級

＿＿であるものについては３号給、８級であるものについては０号給）」

とあるのは、「０号給」とする。 

７ ５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規則で定

めるもの）に達した日後最初に到来する４月１日以降に在職する職員に

関する前項の規定の適用については、同項中「４号給（職務の級が７級

以上であるものについては３号給＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）」

とあるのは、「０号給」とする。 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

 （扶養手当）  （扶養手当） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものをいう。 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。） 

(1) （略） (2) （略） 
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(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族

たる子」という。）については１人につき１３，０００円、同項第２号

から第５号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる＿

＿＿＿父母等」という。）については１人につき６，５００円（行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及びその職

務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員（以下「８級職員

等」という。）にあっては、３，５００円）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿とする。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配

偶者、父母等」という。）については１人につき６，５００円（行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及びその職

務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員（以下「８級職員

等」という。）にあっては、３，５００円）、同項第２号に該当する扶

養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，

０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

 （扶養手当の支給）  （扶養手当の支給） 

第１２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各

号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ち

にその旨を任命権者に届け出なければならない。 

第１２条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各

号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ち

にその旨を任命権者に届け出なければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる

子又は前条第２項第２号若しくは第４号に該当する扶養親族が、２２

歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族として

の要件を欠くに至った場合を除く。） 

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる

子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、２２

歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族として

の要件を欠くに至った場合を除く。） 

２ （略） ２ （略） 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合において ３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合において
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は、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の

規定は、第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の

改定について準用する。 

は、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の

規定は、第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の

改定について準用する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族たる＿＿＿＿父母等で第１項の規定による届出に係るも

のがある８級職員等が８級職員等以外の職員となった場合 

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るも

のがある８級職員等が８級職員等以外の職員となった場合 

(4) 扶養親族たる＿＿＿＿父母等で第１項の規定による届出に係るも

のがある職員で８級職員等以外のものが８級職員等となった場合 

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るも

のがある職員で８級職員等以外のものが８級職員等となった場合 

(5) （略） (5) （略） 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第１９条の２ （略） 第１９条の２ （略） 

２ 前項に規定する場合のほか、第２３条第１項に規定する職にある職員

が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後１０時から翌

日の＿＿＿＿＿午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）

であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤

務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第２３条第１項に規定する職にある職員

が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日

の午前零時から午前５時までの間＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤

務手当を支給する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額（当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定め

る勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿とする。 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき１２，０００円を超

えない範囲内において規則で定める額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

(1) 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき１２，０００円を超

えない範囲内において規則で定める額（当該勤務に従事する時間等を

考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を

乗じて得た額） 
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(2) （略） (2) （略） 

 （期末手当）  （期末手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５  を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２５  」とあるのは、「１００分の７０   」

とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００分の７１．２５」

とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する

勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する

勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し

た額に１００分の１０５  を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべ

き扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算し

た額に１００分の１０７．５を乗じて得た額の総額 
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(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０   を乗じて

得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５を乗じて

得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 （特定の職員についての適用除外）  （特定の職員についての適用除外） 

第２３条の３ 第６条第３項から第１０項まで、第１１条、第１２条＿＿

＿＿＿及び第２０条の２の規定は、定年前再任用短時間勤務職員＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿には適用しない。 

第２３条の３ 第６条第３項から第１０項まで、第１１条、第１２条、第

１３条及び第２０条の２の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任

期付職員条例第４条の規定により採用された職員には適用しない。 

２ 第６条第３項から第１０項まで、第１１条、第１２条、第１３条及び

第２０条の２の規定は、任期付職員条例第４条の規定により採用された

職員には適用しない。 

 

３ （略） ２ （略） 

附 則 附 則 

１１ 令和２年４月１日から当分の間、第２３条第１項に規定する職にあ

る職員に対する給料の月額の支給に当たっては、当該給料の月額から、

給料の月額に１００分の６．４を乗じて得た額に相当する額（この額に

１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減ずる。ただ

し、地域手当、期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額に

ついては、この限りでない。 

１１ 令和２年４月１日から当分の間、第２３条第１項に規定する職にあ

る職員に対する給料の月額の支給に当たっては、当該給料の月額から、

給料の月額に１００分の６．５を乗じて得た額に相当する額（この額に

１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減ずる。ただ

し、地域手当、期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額に

ついては、この限りでない。 

１２ 前項の規定の適用を受ける職員においては、第１０条に規定する勤

務１時間当たりの給与額は、条例第１９条の規定にかかわらず、同条の

規定により算出した給与額から、給料の月額に１２を乗じその額を１週

間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから規則で定める時間を減じた

もので除して得た額に１００分の６．４を乗じて得た額に相当する額を

減じた額とする。 

１２ 前項の規定の適用を受ける職員においては、第１０条に規定する勤

務１時間当たりの給与額は、条例第１９条の規定にかかわらず、同条の

規定により算出した給与額から、給料の月額に１２を乗じその額を１週

間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから規則で定める時間を減じた

もので除して得た額に１００分の６．５を乗じて得た額に相当する額を

減じた額とする。 
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別表第１（第５条関係） 

※ 省略。内容については、給料表改定前・改定後新旧対照表（第２条

関連）を参照のこと。 

別表第１（第５条関係） 

 ※ 省略。内容については、給料表改定前・改定後新旧対照表（第２条

関連）を参照のこと。 
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別表第１ 給料表改定前・改定後新旧対照表（第２条関連）

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 183,500 1 183,500 0 0.00% 1 230,000 1 230,000 0 0.00% 1 261,300

2 184,600 2 184,600 0 0.00% 2 231,500 2 231,500 0 0.00% 2 262,300

3 185,800 3 185,800 0 0.00% 3 233,000 3 233,000 0 0.00% 3 263,300

4 186,900 4 186,900 0 0.00% 4 234,500 4 234,500 0 0.00% 4 264,300

5 188,000 5 188,000 0 0.00% 5 236,000 5 236,000 0 0.00% 5 265,300 1 265,300 0 0.00%

6 189,700 6 189,700 0 0.00% 6 237,500 6 237,500 0 0.00% 6 266,300 2 266,300 0 0.00%

7 191,300 7 191,300 0 0.00% 7 239,000 7 239,000 0 0.00% 7 267,300 3 267,300 0 0.00%

8 192,900 8 192,900 0 0.00% 8 240,500 8 240,500 0 0.00% 8 268,300 4 268,300 0 0.00%

9 194,500 9 194,500 0 0.00% 9 242,000 9 242,000 0 0.00% 9 269,300 5 269,300 0 0.00%

10 196,200 10 196,200 0 0.00% 10 243,400 10 243,400 0 0.00% 10 270,300 6 270,300 0 0.00%

11 197,800 11 197,800 0 0.00% 11 244,800 11 244,800 0 0.00% 11 271,300 7 271,300 0 0.00%

12 199,400 12 199,400 0 0.00% 12 246,200 12 246,200 0 0.00% 12 272,300 8 272,300 0 0.00%

13 201,000 13 201,000 0 0.00% 13 247,400 13 247,400 0 0.00% 13 273,300 9 273,300 0 0.00%

14 202,700 14 202,700 0 0.00% 14 248,600 14 248,600 0 0.00% 14 274,300 10 274,300 0 0.00%

15 204,400 15 204,400 0 0.00% 15 249,800 15 249,800 0 0.00% 15 275,300 11 275,300 0 0.00%

16 206,100 16 206,100 0 0.00% 16 251,000 16 251,000 0 0.00% 16 276,400 12 276,400 0 0.00%

17 207,400 17 207,400 0 0.00% 17 252,100 17 252,100 0 0.00% 17 277,400 13 277,400 0 0.00%

18 209,000 18 209,000 0 0.00% 18 253,200 18 253,200 0 0.00% 18 278,700 14 278,700 0 0.00%

19 210,600 19 210,600 0 0.00% 19 254,300 19 254,300 0 0.00% 19 280,000 15 280,000 0 0.00%

20 212,100 20 212,100 0 0.00% 20 255,400 20 255,400 0 0.00% 20 281,200 16 281,200 0 0.00%

21 213,600 21 213,600 0 0.00% 21 256,400 21 256,400 0 0.00% 21 282,500 17 282,500 0 0.00%

22 215,200 22 215,200 0 0.00% 22 257,400 22 257,400 0 0.00% 22 283,800 18 283,800 0 0.00%

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

２　級１　級

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
第1条の規定に
よる改正後

改正後

袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例参考資料

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

３　級
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

２　級１　級

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

３　級

23 216,800 23 216,800 0 0.00% 23 258,400 23 258,400 0 0.00% 23 285,000 19 285,000 0 0.00%

24 218,400 24 218,400 0 0.00% 24 259,400 24 259,400 0 0.00% 24 286,200 20 286,200 0 0.00%

25 220,000 25 220,000 0 0.00% 25 260,400 25 260,400 0 0.00% 25 287,300 21 287,300 0 0.00%

26 221,700 26 221,700 0 0.00% 26 261,300 26 261,300 0 0.00% 26 288,500 22 288,500 0 0.00%

27 223,000 27 223,000 0 0.00% 27 262,200 27 262,200 0 0.00% 27 289,800 23 289,800 0 0.00%

28 224,300 28 224,300 0 0.00% 28 263,100 28 263,100 0 0.00% 28 291,100 24 291,100 0 0.00%

29 225,600 29 225,600 0 0.00% 29 263,900 29 263,900 0 0.00% 29 292,400 25 292,400 0 0.00%

30 226,700 30 226,700 0 0.00% 30 264,700 30 264,700 0 0.00% 30 293,400 26 293,400 0 0.00%

31 227,800 31 227,800 0 0.00% 31 265,500 31 265,500 0 0.00% 31 294,400 27 294,400 0 0.00%

32 228,900 32 228,900 0 0.00% 32 266,300 32 266,300 0 0.00% 32 295,500 28 295,500 0 0.00%

33 230,000 33 230,000 0 0.00% 33 267,000 33 267,000 0 0.00% 33 296,600 29 296,600 0 0.00%

34 231,100 34 231,100 0 0.00% 34 267,800 34 267,800 0 0.00% 34 297,800 30 297,800 0 0.00%

35 232,200 35 232,200 0 0.00% 35 268,600 35 268,600 0 0.00% 35 298,900 31 298,900 0 0.00%

36 233,300 36 233,300 0 0.00% 36 269,300 36 269,300 0 0.00% 36 300,100 32 300,100 0 0.00%

37 234,400 37 234,400 0 0.00% 37 270,000 37 270,000 0 0.00% 37 301,300 33 301,300 0 0.00%

38 235,400 38 235,400 0 0.00% 38 270,800 38 270,800 0 0.00% 38 302,600 34 302,600 0 0.00%

39 236,400 39 236,400 0 0.00% 39 271,600 39 271,600 0 0.00% 39 303,900 35 303,900 0 0.00%

40 237,300 40 237,300 0 0.00% 40 272,300 40 272,300 0 0.00% 40 305,200 36 305,200 0 0.00%

41 238,200 41 238,200 0 0.00% 41 273,000 41 273,000 0 0.00% 41 306,500 37 306,500 0 0.00%

42 239,100 42 239,100 0 0.00% 42 273,800 42 273,800 0 0.00% 42 307,800 38 307,800 0 0.00%

43 239,900 43 239,900 0 0.00% 43 274,600 43 274,600 0 0.00% 43 309,100 39 309,100 0 0.00%

44 240,700 44 240,700 0 0.00% 44 275,300 44 275,300 0 0.00% 44 310,400 40 310,400 0 0.00%

45 241,400 45 241,400 0 0.00% 45 276,000 45 276,000 0 0.00% 45 311,700 41 311,700 0 0.00%

46 242,000 46 242,000 0 0.00% 46 276,700 46 276,700 0 0.00% 46 313,000 42 313,000 0 0.00%

47 242,600 47 242,600 0 0.00% 47 277,400 47 277,400 0 0.00% 47 314,300 43 314,300 0 0.00%

48 243,200 48 243,200 0 0.00% 48 278,100 48 278,100 0 0.00% 48 315,400 44 315,400 0 0.00%

-31-



号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

２　級１　級

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

３　級

49 243,800 49 243,800 0 0.00% 49 278,800 49 278,800 0 0.00% 49 316,300 45 316,300 0 0.00%

50 244,400 50 244,400 0 0.00% 50 279,500 50 279,500 0 0.00% 50 317,600 46 317,600 0 0.00%

51 245,000 51 245,000 0 0.00% 51 280,200 51 280,200 0 0.00% 51 318,900 47 318,900 0 0.00%

52 245,500 52 245,500 0 0.00% 52 280,900 52 280,900 0 0.00% 52 320,200 48 320,200 0 0.00%

53 246,000 53 246,000 0 0.00% 53 281,500 53 281,500 0 0.00% 53 321,400 49 321,400 0 0.00%

54 246,400 54 246,400 0 0.00% 54 282,200 54 282,200 0 0.00% 54 322,700 50 322,700 0 0.00%

55 246,700 55 246,700 0 0.00% 55 282,800 55 282,800 0 0.00% 55 323,900 51 323,900 0 0.00%

56 247,000 56 247,000 0 0.00% 56 283,500 56 283,500 0 0.00% 56 325,100 52 325,100 0 0.00%

57 247,300 57 247,300 0 0.00% 57 284,100 57 284,100 0 0.00% 57 326,400 53 326,400 0 0.00%

58 247,600 58 247,600 0 0.00% 58 284,800 58 284,800 0 0.00% 58 327,500 54 327,500 0 0.00%

59 247,900 59 247,900 0 0.00% 59 285,400 59 285,400 0 0.00% 59 328,600 55 328,600 0 0.00%

60 248,200 60 248,200 0 0.00% 60 286,100 60 286,100 0 0.00% 60 329,700 56 329,700 0 0.00%

61 248,500 61 248,500 0 0.00% 61 286,700 61 286,700 0 0.00% 61 330,400 57 330,400 0 0.00%

62 248,800 62 248,800 0 0.00% 62 287,400 62 287,400 0 0.00% 62 331,300 58 331,300 0 0.00%

63 249,100 63 249,100 0 0.00% 63 288,000 63 288,000 0 0.00% 63 332,000 59 332,000 0 0.00%

64 249,400 64 249,400 0 0.00% 64 288,500 64 288,500 0 0.00% 64 332,800 60 332,800 0 0.00%

65 249,700 65 249,700 0 0.00% 65 289,000 65 289,000 0 0.00% 65 333,600 61 333,600 0 0.00%

66 250,000 66 250,000 0 0.00% 66 289,600 66 289,600 0 0.00% 66 334,000 62 334,000 0 0.00%

67 250,300 67 250,300 0 0.00% 67 290,100 67 290,100 0 0.00% 67 334,600 63 334,600 0 0.00%

68 250,600 68 250,600 0 0.00% 68 290,700 68 290,700 0 0.00% 68 335,300 64 335,300 0 0.00%

69 250,900 69 250,900 0 0.00% 69 291,200 69 291,200 0 0.00% 69 336,100 65 336,100 0 0.00%

70 251,200 70 251,200 0 0.00% 70 291,700 70 291,700 0 0.00% 70 336,800 66 336,800 0 0.00%

71 251,500 71 251,500 0 0.00% 71 292,300 71 292,300 0 0.00% 71 337,500 67 337,500 0 0.00%

72 251,800 72 251,800 0 0.00% 72 292,900 72 292,900 0 0.00% 72 338,100 68 338,100 0 0.00%

73 252,100 73 252,100 0 0.00% 73 293,400 73 293,400 0 0.00% 73 338,600 69 338,600 0 0.00%

74 252,400 74 252,400 0 0.00% 74 293,900 74 293,900 0 0.00% 74 339,200 70 339,200 0 0.00%
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

２　級１　級

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

３　級

75 252,700 75 252,700 0 0.00% 75 294,300 75 294,300 0 0.00% 75 339,700 71 339,700 0 0.00%

76 253,000 76 253,000 0 0.00% 76 294,600 76 294,600 0 0.00% 76 340,300 72 340,300 0 0.00%

77 253,300 77 253,300 0 0.00% 77 294,800 77 294,800 0 0.00% 77 340,600 73 340,600 0 0.00%

78 253,600 78 253,600 0 0.00% 78 295,100 78 295,100 0 0.00% 78 341,100 74 341,100 0 0.00%

79 253,900 79 253,900 0 0.00% 79 295,300 79 295,300 0 0.00% 79 341,500 75 341,500 0 0.00%

80 254,200 80 254,200 0 0.00% 80 295,600 80 295,600 0 0.00% 80 341,900 76 341,900 0 0.00%

81 254,500 81 254,500 0 0.00% 81 295,800 81 295,800 0 0.00% 81 342,300 77 342,300 0 0.00%

82 254,800 82 254,800 0 0.00% 82 296,000 82 296,000 0 0.00% 82 342,800 78 342,800 0 0.00%

83 255,100 83 255,100 0 0.00% 83 296,300 83 296,300 0 0.00% 83 343,300 79 343,300 0 0.00%

84 255,400 84 255,400 0 0.00% 84 296,500 84 296,500 0 0.00% 84 343,800 80 343,800 0 0.00%

85 255,700 85 255,700 0 0.00% 85 296,800 85 296,800 0 0.00% 85 344,100 81 344,100 0 0.00%

86 256,000 86 256,000 0 0.00% 86 344,500 82 344,500 0 0.00%

87 256,300 87 256,300 0 0.00% 87 344,900 83 344,900 0 0.00%

88 256,600 88 256,600 0 0.00% 88 345,300 84 345,300 0 0.00%

89 256,900 89 256,900 0 0.00% 89 345,600 85 345,600 0 0.00%

90 257,200 90 257,200 0 0.00% 90 346,000 86 346,000 0 0.00%

91 257,500 91 257,500 0 0.00% 91 346,400 87 346,400 0 0.00%

92 257,800 92 257,800 0 0.00% 92 346,800 88 346,800 0 0.00%

93 258,100 93 258,100 0 0.00% 93 347,000 89 347,000 0 0.00%

94 347,400 90 347,400 0 0.00%

95 347,800 91 347,800 0 0.00%

96 348,200 92 348,200 0 0.00%

97 348,400 93 348,400 0 0.00%

98 348,800 94 348,800 0 0.00%

99 349,200 95 349,200 0 0.00%

100 349,500 96 349,500 0 0.00%
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

２　級１　級

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

３　級

101 349,800 97 349,800 0 0.00%

102 350,200 98 350,200 0 0.00%

103 350,600 99 350,600 0 0.00%

104 351,000 100 351,000 0 0.00%

105 351,500 101 351,500 0 0.00%

106 351,900 102 351,900 0 0.00%

107 352,300 103 352,300 0 0.00%

108 352,700 104 352,700 0 0.00%

109 353,200 105 353,200 0 0.00%

110 353,600 106 353,600 0 0.00%

111 353,900 107 353,900 0 0.00%

112 354,200 108 354,200 0 0.00%

113 354,700 109 354,700 0 0.00%

114 355,000

115 355,300

116 355,500

117 355,900
　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

192,000 192,000 0 0.00% 219,500 219,500 0 0.00% 260,000 260,000 0 0.00%

257,600 261,600 4,000 1.55%
　任期
　付職
　員

　任期
　付職
　員

194,500 194,500 0 0.00% 230,000
　任期
　付職
　員

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員
　任期
　付職
　員

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員
　任期
　付職
　員

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員
　任期
　付職
　員

230,000 0 0.00%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 287,300 1 309,800 1 335,000

2 288,900 2 311,500 2 336,900

3 290,400 3 313,200 3 338,700

4 291,900 4 314,700 4 340,500

5 293,400 5 316,100 5 342,200

6 294,900 6 317,400 6 343,900

7 296,300 7 318,700 7 345,500

8 297,600 8 320,000 8 347,200

9 298,800 1 298,800 0 0.00% 9 321,300 1 321,300 0 0.00% 9 348,800

10 300,300 2 300,300 0 0.00% 10 323,100 2 323,100 0 0.00% 10 350,500

11 301,800 3 301,800 0 0.00% 11 324,900 3 324,900 0 0.00% 11 352,100

12 303,200 4 303,200 0 0.00% 12 326,600 4 326,600 0 0.00% 12 353,700

13 304,600 5 304,600 0 0.00% 13 328,300 5 328,300 0 0.00% 13 355,200 1 355,200 0 0.00%

14 305,700 6 305,700 0 0.00% 14 330,000 6 330,000 0 0.00% 14 356,900 2 356,900 0 0.00%

15 306,700 7 306,700 0 0.00% 15 331,700 7 331,700 0 0.00% 15 358,500 3 358,500 0 0.00%

16 307,900 8 307,900 0 0.00% 16 333,400 8 333,400 0 0.00% 16 360,100 4 360,100 0 0.00%

17 309,100 9 309,100 0 0.00% 17 335,000 9 335,000 0 0.00% 17 361,700 5 361,700 0 0.00%

18 310,700 10 310,700 0 0.00% 18 336,700 10 336,700 0 0.00% 18 363,500 6 363,500 0 0.00%

19 312,300 11 312,300 0 0.00% 19 338,400 11 338,400 0 0.00% 19 365,000 7 365,000 0 0.00%

20 313,900 12 313,900 0 0.00% 20 340,000 12 340,000 0 0.00% 20 366,600 8 366,600 0 0.00%

21 315,400 13 315,400 0 0.00% 21 341,500 13 341,500 0 0.00% 21 368,000 9 368,000 0 0.00%

22 317,000 14 317,000 0 0.00% 22 343,100 14 343,100 0 0.00% 22 369,600 10 369,600 0 0.00%

23 318,600 15 318,600 0 0.00% 23 344,700 15 344,700 0 0.00% 23 371,200 11 371,200 0 0.00%

24 320,200 16 320,200 0 0.00% 24 346,200 16 346,200 0 0.00% 24 372,700 12 372,700 0 0.00%

25 321,700 17 321,700 0 0.00% 25 347,600 17 347,600 0 0.00% 25 374,600 13 374,600 0 0.00%

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

４　級 ５　級 ６　級

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

４　級 ５　級 ６　級

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

26 323,400 18 323,400 0 0.00% 26 349,300 18 349,300 0 0.00% 26 376,500 14 376,500 0 0.00%

27 325,000 19 325,000 0 0.00% 27 350,900 19 350,900 0 0.00% 27 378,400 15 378,400 0 0.00%

28 326,600 20 326,600 0 0.00% 28 352,500 20 352,500 0 0.00% 28 380,200 16 380,200 0 0.00%

29 328,000 21 328,000 0 0.00% 29 353,700 21 353,700 0 0.00% 29 381,700 17 381,700 0 0.00%

30 329,700 22 329,700 0 0.00% 30 355,200 22 355,200 0 0.00% 30 383,500 18 383,500 0 0.00%

31 331,400 23 331,400 0 0.00% 31 356,700 23 356,700 0 0.00% 31 385,200 19 385,200 0 0.00%

32 333,000 24 333,000 0 0.00% 32 358,200 24 358,200 0 0.00% 32 386,800 20 386,800 0 0.00%

33 334,200 25 334,200 0 0.00% 33 359,900 25 359,900 0 0.00% 33 388,500 21 388,500 0 0.00%

34 336,100 26 336,100 0 0.00% 34 361,700 26 361,700 0 0.00% 34 389,900 22 389,900 0 0.00%

35 337,800 27 337,800 0 0.00% 35 363,400 27 363,400 0 0.00% 35 391,300 23 391,300 0 0.00%

36 339,400 28 339,400 0 0.00% 36 365,100 28 365,100 0 0.00% 36 392,700 24 392,700 0 0.00%

37 340,900 29 340,900 0 0.00% 37 366,500 29 366,500 0 0.00% 37 394,100 25 394,100 0 0.00%

38 342,500 30 342,500 0 0.00% 38 367,800 30 367,800 0 0.00% 38 395,300 26 395,300 0 0.00%

39 344,100 31 344,100 0 0.00% 39 369,000 31 369,000 0 0.00% 39 396,500 27 396,500 0 0.00%

40 345,700 32 345,700 0 0.00% 40 370,400 32 370,400 0 0.00% 40 397,500 28 397,500 0 0.00%

41 347,400 33 347,400 0 0.00% 41 371,500 33 371,500 0 0.00% 41 398,600 29 398,600 0 0.00%

42 349,200 34 349,200 0 0.00% 42 372,400 34 372,400 0 0.00% 42 399,800 30 399,800 0 0.00%

43 351,000 35 351,000 0 0.00% 43 373,400 35 373,400 0 0.00% 43 400,900 31 400,900 0 0.00%

44 352,800 36 352,800 0 0.00% 44 374,500 36 374,500 0 0.00% 44 402,000 32 402,000 0 0.00%

45 354,300 37 354,300 0 0.00% 45 375,300 37 375,300 0 0.00% 45 402,700 33 402,700 0 0.00%

46 355,700 38 355,700 0 0.00% 46 376,200 38 376,200 0 0.00% 46 403,400 34 403,400 0 0.00%

47 357,100 39 357,100 0 0.00% 47 377,100 39 377,100 0 0.00% 47 404,100 35 404,100 0 0.00%

48 358,500 40 358,500 0 0.00% 48 377,900 40 377,900 0 0.00% 48 404,800 36 404,800 0 0.00%

49 360,000 41 360,000 0 0.00% 49 378,700 41 378,700 0 0.00% 49 405,400 37 405,400 0 0.00%

50 360,800 42 360,800 0 0.00% 50 379,500 42 379,500 0 0.00% 50 406,000 38 406,000 0 0.00%

51 361,800 43 361,800 0 0.00% 51 380,300 43 380,300 0 0.00% 51 406,500 39 406,500 0 0.00%
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改定前
給料Ａ
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改定後
給料Ｂ
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よる改正後
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52 362,800 44 362,800 0 0.00% 52 381,000 44 381,000 0 0.00% 52 406,900 40 406,900 0 0.00%

53 363,700 45 363,700 0 0.00% 53 381,700 45 381,700 0 0.00% 53 407,300 41 407,300 0 0.00%

54 364,800 46 364,800 0 0.00% 54 382,400 46 382,400 0 0.00% 54 407,500 42 407,500 0 0.00%

55 365,700 47 365,700 0 0.00% 55 383,100 47 383,100 0 0.00% 55 407,800 43 407,800 0 0.00%

56 366,700 48 366,700 0 0.00% 56 383,800 48 383,800 0 0.00% 56 408,100 44 408,100 0 0.00%

57 367,600 49 367,600 0 0.00% 57 384,300 49 384,300 0 0.00% 57 408,400 45 408,400 0 0.00%

58 368,300 50 368,300 0 0.00% 58 384,900 50 384,900 0 0.00% 58 408,700 46 408,700 0 0.00%

59 369,000 51 369,000 0 0.00% 59 385,500 51 385,500 0 0.00% 59 409,000 47 409,000 0 0.00%

60 369,600 52 369,600 0 0.00% 60 386,200 52 386,200 0 0.00% 60 409,300 48 409,300 0 0.00%

61 370,000 53 370,000 0 0.00% 61 386,600 53 386,600 0 0.00% 61 409,500 49 409,500 0 0.00%

62 370,600 54 370,600 0 0.00% 62 387,200 54 387,200 0 0.00% 62 409,800 50 409,800 0 0.00%

63 371,300 55 371,300 0 0.00% 63 387,800 55 387,800 0 0.00% 63 410,100 51 410,100 0 0.00%

64 372,000 56 372,000 0 0.00% 64 388,300 56 388,300 0 0.00% 64 410,400 52 410,400 0 0.00%

65 372,300 57 372,300 0 0.00% 65 388,700 57 388,700 0 0.00% 65 410,600 53 410,600 0 0.00%

66 373,000 58 373,000 0 0.00% 66 389,300 58 389,300 0 0.00% 66 410,900 54 410,900 0 0.00%

67 373,700 59 373,700 0 0.00% 67 389,900 59 389,900 0 0.00% 67 411,200 55 411,200 0 0.00%

68 374,300 60 374,300 0 0.00% 68 390,400 60 390,400 0 0.00% 68 411,500 56 411,500 0 0.00%

69 374,600 61 374,600 0 0.00% 69 390,800 61 390,800 0 0.00% 69 411,700 57 411,700 0 0.00%

70 375,100 62 375,100 0 0.00% 70 391,300 62 391,300 0 0.00% 70 412,000 58 412,000 0 0.00%

71 375,700 63 375,700 0 0.00% 71 391,800 63 391,800 0 0.00% 71 412,300 59 412,300 0 0.00%

72 376,300 64 376,300 0 0.00% 72 392,400 64 392,400 0 0.00% 72 412,500 60 412,500 0 0.00%

73 376,600 65 376,600 0 0.00% 73 392,700 65 392,700 0 0.00% 73 412,700 61 412,700 0 0.00%

74 377,200 66 377,200 0 0.00% 74 393,100 66 393,100 0 0.00% 74 413,000 62 413,000 0 0.00%

75 377,900 67 377,900 0 0.00% 75 393,500 67 393,500 0 0.00% 75 413,300 63 413,300 0 0.00%

76 378,500 68 378,500 0 0.00% 76 393,900 68 393,900 0 0.00% 76 413,500 64 413,500 0 0.00%

77 378,900 69 378,900 0 0.00% 77 394,200 69 394,200 0 0.00% 77 413,700 65 413,700 0 0.00%
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

４　級 ５　級 ６　級

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

78 379,400 70 379,400 0 0.00% 78 394,500 70 394,500 0 0.00% 78 414,000 66 414,000 0 0.00%

79 380,000 71 380,000 0 0.00% 79 394,800 71 394,800 0 0.00% 79 414,300 67 414,300 0 0.00%

80 380,500 72 380,500 0 0.00% 80 395,000 72 395,000 0 0.00% 80 414,500 68 414,500 0 0.00%

81 381,000 73 381,000 0 0.00% 81 395,200 73 395,200 0 0.00% 81 414,700 69 414,700 0 0.00%

82 381,600 74 381,600 0 0.00% 82 395,500 74 395,500 0 0.00% 82 415,000 70 415,000 0 0.00%

83 382,100 75 382,100 0 0.00% 83 395,800 75 395,800 0 0.00% 83 415,300 71 415,300 0 0.00%

84 382,400 76 382,400 0 0.00% 84 396,000 76 396,000 0 0.00% 84 415,500 72 415,500 0 0.00%

85 382,800 77 382,800 0 0.00% 85 396,200 77 396,200 0 0.00% 85 415,700 73 415,700 0 0.00%

86 383,300 78 383,300 0 0.00% 86 396,500 78 396,500 0 0.00% 86 416,300

87 383,700 79 383,700 0 0.00% 87 396,800 79 396,800 0 0.00% 87 416,900

88 384,100 80 384,100 0 0.00% 88 397,000 80 397,000 0 0.00% 88 417,500

89 384,500 81 384,500 0 0.00% 89 397,200 81 397,200 0 0.00% 89 417,900

90 385,000 82 385,000 0 0.00% 90 397,500 82 397,500 0 0.00% 90 418,500

91 385,400 83 385,400 0 0.00% 91 397,800 83 397,800 0 0.00% 91 419,100

92 385,800 84 385,800 0 0.00% 92 398,000 84 398,000 0 0.00% 92 419,700

93 386,100 85 386,100 0 0.00% 93 398,200 85 398,200 0 0.00% 93 420,100

94 386,600 94 398,800

95 387,000 95 399,400

96 387,400 96 400,000

97 387,700 97 400,400

98 401,000

99 401,600

100 402,200

101 402,600

102 403,200

103 403,800
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

４　級 ５　級 ６　級

引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後

104 404,400

105 404,800

　任期
　付職
　員

294,900
　任期
　付職
　員

306,400 11,500 3.90%
　任期
　付職
　員

280,600
　任期
　付職
　員

292,100 11,500 4.10%
　任期
　付職
　員

310,000
　任期
　付職
　員

330,200 20,200 6.52%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

320,600

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

320,600 0 0.00%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

294,900

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

294,900 0 0.00%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

279,700

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

279,700 0 0.00%
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

円 円 円 円 円 円

1 373,400 1 415,600 42,700 10.27%

2 376,000 2 418,000 40,300 9.64%

3 378,300 3 420,500 37,800 8.99%

4 380,500 4 422,900 35,400 8.37%

5 382,400 5 424,800 33,500 7.89%

6 384,700 6 426,900 31,400 7.36%

7 386,800 7 429,000 29,300 6.83%

8 388,800 8 431,200 27,100 6.28%

9 390,800 9 433,100 25,200 5.82%

10 393,100 10 435,200 23,100 5.31%

11 395,300 11 437,300 21,000 4.80%

12 397,500 12 439,200 19,100 4.35%

13 399,700 13 440,900 17,400 3.95%

14 402,000 14 442,700 15,600 3.52%

15 404,200 15 444,600 13,700 3.08%

16 406,500 16 446,500 11,800 2.64%

17 408,300 1 408,300 0 0.00% 17 448,300 10,000 2.23%

18 410,200 2 410,200 0 0.00% 18 450,100 8,200 1.82%

19 412,100 3 412,100 0 0.00% 19 451,900 6,400 1.42%

20 413,900 4 413,900 0 0.00% 20 453,600 4,700 1.04%

21 415,700 5 415,700 0 0.00% 21 455,400 2,900 0.64%

22 417,500 6 417,500 0 0.00% 22 456,900 1,400 0.31%

23 419,300 7 419,300 0 0.00% 23 458,300 1 458,300 0 0.00%

24 421,100 8 421,100 0 0.00% 24 459,800 4,000 0.87%

25 422,700 9 422,700 0 0.00% 25 461,200 2,600 0.56%

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

７　級 ８　級
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

７　級 ８　級

26 424,200 10 424,200 0 0.00% 26 462,500 1,300 0.28%

27 425,700 11 425,700 0 0.00% 27 463,800 2 463,800 0 0.00%

28 427,200 12 427,200 0 0.00% 28 465,000 3,800 0.82%

29 428,700 13 428,700 0 0.00% 29 466,000 2,800 0.60%

30 430,000 14 430,000 0 0.00% 30 466,700 2,100 0.45%

31 431,300 15 431,300 0 0.00% 31 467,400 1,400 0.30%

32 432,500 16 432,500 0 0.00% 32 468,100 700 0.15%

33 433,700 17 433,700 0 0.00% 33 468,800 3 468,800 0 0.00%

34 435,000 18 435,000 0 0.00% 34 469,500 4,000 0.85%

35 436,300 19 436,300 0 0.00% 35 470,100 3,400 0.72%

36 437,500 20 437,500 0 0.00% 36 470,700 2,800 0.59%

37 438,700 21 438,700 0 0.00% 37 471,200 2,300 0.49%

38 439,500 22 439,500 0 0.00% 38 471,800 1,700 0.36%

39 440,300 23 440,300 0 0.00% 39 472,400 1,100 0.23%

40 441,100 24 441,100 0 0.00% 40 473,000 500 0.11%

41 441,700 25 441,700 0 0.00% 41 473,500 4 473,500 0 0.00%

42 442,300 26 442,300 0 0.00% 42 474,000 3,500 0.74%

43 442,900 27 442,900 0 0.00% 43 474,400 3,100 0.65%

44 443,500 28 443,500 0 0.00% 44 474,700 2,800 0.59%

45 444,200 29 444,200 0 0.00% 45 475,000 2,500 0.53%

46 445,000 30 445,000 0 0.00% 46 475,600 1,900 0.40%

47 445,400 31 445,400 0 0.00% 47 476,300 1,200 0.25%

48 446,100 32 446,100 0 0.00% 48 477,000 500 0.10%

49 446,600 33 446,600 0 0.00% 49 477,700 -200 -0.04%

50 447,000 34 447,000 0 0.00% 50 478,300 -800 -0.17%

51 447,400 35 447,400 0 0.00% 51 479,000 -1,500 -0.31%

-41-



号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

７　級 ８　級

52 447,800 36 447,800 0 0.00% 52 479,700 -2,200 -0.46%

53 448,200 37 448,200 0 0.00% 53 480,400 -2,900 -0.60%

54 448,600 38 448,600 0 0.00% 54 481,000 -3,500 -0.73%

55 449,000 39 449,000 0 0.00% 55 481,700 -4,200 -0.87%

56 449,300 40 449,300 0 0.00% 56 482,400 -4,900 -1.02%

57 449,600 41 449,600 0 0.00% 57 483,100 5 477,500 -5,600 -1.16%

58 450,000 42 450,000 0 0.00% 6 481,000

59 450,300 43 450,300 0 0.00% 7 484,000

60 450,600 44 450,600 0 0.00% 8 486,500

61 450,900 45 450,900 0 0.00% 9 488,500

62 451,600

63 452,300

64 453,000

65 453,500
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

７　級 ８　級
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号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

号給
改定前
給料Ａ

号給
改定後
給料Ｂ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

引上率
(B-A)/A

第1条の規定に
よる改正後

改正後
引上額
Ｂ－Ａ

７　級 ８　級

　任期
　付職
　員

368,500
　任期
　付職
　員

411,200 42,700 11.59%
　任期
　付職
　員

336,100
　任期
　付職
　員

371,000 34,900 10.38%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

396,200

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

396,200 0 0.00%

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

362,700

　定年
　前再
　任用
　短時
　間勤
　務職
　員

362,700 0 0.00%
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第１条 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 市長等の期末手当の支給については、袖ケ浦市一般職の職員の給

与に関する条例（昭和４６年条例第２２号。以下「一般職員給与条例」

という。）を適用する。この場合において、一般職員給与条例中「職員」

とあるのを「市長等」に読み替えるものとする。ただし、期末手当の額

は、それぞれ基準日現在（退職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在）において、市長等が受けるべき給料及び地

域手当の月額の合計額に、その者が受けるべき給料月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した

額に１００分の２３５の割合を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

第５条 市長等の期末手当の支給については、袖ケ浦市一般職の職員の給

与に関する条例（昭和４６年条例第２２号。以下「一般職員給与条例」

という。）を適用する。この場合において、一般職員給与条例中「職員」

とあるのを「市長等」に読み替えるものとする。ただし、期末手当の額

は、それぞれ基準日現在（退職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在）において、市長等が受けるべき給料及び地

域手当の月額の合計額に、その者が受けるべき給料月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した

額に１００分の２２５の割合を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 
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第２条 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例新旧対照表 

改 正 後 本改正条例第１条の規定による改正後 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 市長等の期末手当の支給については、袖ケ浦市一般職の職員の給

与に関する条例（昭和４６年条例第２２号。以下「一般職員給与条例」

という。）を適用する。この場合において、一般職員給与条例中「職員」

とあるのを「市長等」に読み替えるものとする。ただし、期末手当の額

は、それぞれ基準日現在（退職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在）において、市長等が受けるべき給料及び地

域手当の月額の合計額に、その者が受けるべき給料月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した

額に１００分の２３０の割合を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

第５条 市長等の期末手当の支給については、袖ケ浦市一般職の職員の給

与に関する条例（昭和４６年条例第２２号。以下「一般職員給与条例」

という。）を適用する。この場合において、一般職員給与条例中「職員」

とあるのを「市長等」に読み替えるものとする。ただし、期末手当の額

は、それぞれ基準日現在（退職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在）において、市長等が受けるべき給料及び地

域手当の月額の合計額に、その者が受けるべき給料月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額を加算した

額に１００分の２３５の割合を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 
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第１条 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（特定任期付職員の給与の特例） （特定任期付職員の給与の特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下

「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下

「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３９２，０００ 

２ ４４０，０００ 

３ ４９２，０００ 

４ ５５５，０００ 

５ ６３４，０００ 

６ ７４０，０００ 

７ ８６４，０００ 
 

号給 給料月額（円） 

１ ３８０，０００ 

２ ４２７，０００ 

３ ４７７，０００ 

４ ５３９，０００ 

５ ６１５，０００ 

６ ７１８，０００ 

７ ８３９，０００ 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等） （袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条第２項、第１９条の２第１項

及び第２項、第２１条第２項、第２３条の３第２項並びに第２６条の規

定の適用については、給与条例第４条第２項中「及び災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣

手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）

及び特定任期付職員業績手当（袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（平成３０年条例第２号。以下「任期付職員条例」という。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条第２項、第１９条の２第１項

及び第２項、第２１条第２項、第２３条の３第２項並びに第２６条の規

定の適用については、給与条例第４条第２項中「及び災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含

む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣

手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）

及び特定任期付職員業績手当（袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例（平成３０年条例第２号。以下「任期付職員条例」という。 

-47-



第７条第３項に規定する特定任期付職員業績手当をいう。以下同

じ。）」と、給与条例第１９条の２第１項及び第２項並びに第２３条の

３第２項中「第２３条第１項に規定する職にある職員」とあるのは「任

期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の１７５」と、給与条例第２６条中「及び管理職手当」とあ

るのは「、管理職手当及び特定任期付職員業績手当」とする。 

第７条第３項に規定する特定任期付職員業績手当をいう。以下同

じ。）」と、給与条例第１９条の２第１項及び第２項並びに第２３条の

３第２項中「第２３条第１項に規定する職にある職員」とあるのは「任

期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」

と、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２２．５」とあるのは

「１００分の１７０」と、給与条例第２６条中「及び管理職手当」とあ

るのは「、管理職手当及び特定任期付職員業績手当」とする。 
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第２条 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表 

改 正 後 本改正条例第１条の規定による改正後 

（特定任期付職員の給与の特例） （特定任期付職員の給与の特例） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認め

られる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する

額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

３ 前項＿の規定による号給の決定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿は、予算の範囲内で行わなければならない。 

４ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員

業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

（袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等） （袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年条例第２

２号。以下この条において「給与条例」という。）第５条、第６条、第

１０条の２から第１２条まで、第１３条、第２０条の２＿＿＿＿＿及び

第２３条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

第８条 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年条例第２

２号。以下この条において「給与条例」という。）第５条、第６条、第

１０条の２から第１２条まで、第１３条、第２０条の２、第２２条及び

第２３条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例＿＿＿＿＿＿＿第１９条の２第１項

及び第２項、第２１条第２項、第２２条第２項第１号並びに第２３条の

３第３項の規定の適用については、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条第２項、第１９条の２第１項

及び第２項、第２１条第２項、第２３条の３第２項並びに第２６条＿＿

＿＿＿＿の規定の適用については、給与条例第４条第２項中「及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策

派遣手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻

撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。

以下同じ。）及び特定任期付職員業績手当（袖ケ浦市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成３０年条例第２号。以下「任期付職員条

例」という。）第７条第３項に規定する特定任期付職員業績手当をい
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 給与条例第１９条の２第１項及び第２項並びに

第２３条の３第３項中「第２３条第１項に規定する職にある職員」とあ 

るのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員」と、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２５＿＿」と

あるのは「１００分の９５＿」と、給与条例第２２条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」＿＿とする。 

う。以下同じ。）」と、給与条例第１９条の２第１項及び第２項並びに

第２３条の３第２項中「第２３条第１項に規定する職にある職員」とあ

るのは「任期付職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員」と、給与条例第２１条第２項中「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の１７５」と、給与条例第２６条中「及び管理職手

当」とあるのは「、管理職手当及び特定任期付職員業績手当」とする。 
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袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

別表第１（第４条関係） 

給料表 

別表第１（第４条関係） 

給料表 

職   種 

職務 

の級 

１ 級 ２ 級 

号給 給料月額 給料月額 

  円 円 

(1) (2)から(5)までに

規定する職種以外の職

種 

１ １８３，５００ ２３０，０００ 

２ １８４，６００ ２３１，５００ 

３ １８５，８００ ２３３，０００ 

４ １８６，９００ ２３４，５００ 

 ５ １８８，０００ ２３６，０００ 

 ６ １８９，７００ ２３７，５００ 

 ７ １９１，３００ ２３９，０００ 

 ８ １９２，９００ ２４０，５００ 

 ９ １９４，５００ ２４２，０００ 

 １０ １９６，２００ ２４３，４００ 

 １１ １９７，８００ ２４４，８００ 

 １２ １９９，４００ ２４６，２００ 

 １３ ２０１，０００ ２４７，４００ 

 １４ ２０２，７００ ２４８，６００ 

 １５ ２０４，４００ ２４９，８００ 

 １６ ２０６，１００ ２５１，０００ 

 １７ ２０７，４００ ２５２，１００ 

職   種 

職務 

の級 

１ 級 ２ 級 

号給 給料月額 給料月額 

  円 円 

(1) (2)から(5)までに

規定する職種以外の職

種 

１ １６２，１００ ２０８，０００ 

２ １６３，２００ ２０９，７００ 

３ １６４，４００ ２１１，４００ 

４ １６５，５００ ２１２，９００ 

 ５ １６６，６００ ２１４，４００ 

 ６ １６７，７００ ２１６，２００ 

 ７ １６８，８００ ２１７，９００ 

 ８ １６９，９００ ２１９，６００ 

 ９ １７０，９００ ２２１，１００ 

 １０ １７２，３００ ２２２，６００ 

 １１ １７３，６００ ２２４，１００ 

 １２ １７４，９００ ２２５，６００ 

 １３ １７６，１００ ２２６，８００ 

 １４ １７７，６００ ２２８，２００ 

 １５ １７９，１００ ２２９，６００ 

 １６ １８０，７００ ２３１，０００ 

 １７ １８１，８００ ２３２，４００ 
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 １８ ２０９，０００ ２５３，２００ 

 １９ ２１０，６００ ２５４，３００ 

 ２０ ２１２，１００ ２５５，４００ 

 ２１ ２１３，６００ ２５６，４００ 

 ２２ ２１５，２００ ２５７，４００ 

 ２３ ２１６，８００ ２５８，４００ 

 ２４ ２１８，４００ ２５９，４００ 

 ２５ ２２０，０００ ２６０，４００ 

 ２６ ２２１，７００ ２６１，３００ 

 ２７ ２２３，０００ ２６２，２００ 

 ２８ ２２４，３００ ２６３，１００ 

 ２９ ２２５，６００ ２６３，９００ 

 ３０ ２２６，７００ ２６４，７００ 

 ３１ ２２７，８００ ２６５，５００ 

 ３２ ２２８，９００ ２６６，３００ 

 ３３ ２３０，０００ ２６７，０００ 

 ３４ ２３１，１００ ２６７，８００ 

 ３５ ２３２，２００ ２６８，６００ 

 ３６ ２３３，３００ ２６９，３００ 

 ３７ ２３４，４００ ２７０，０００ 

 ３８ ２３５，４００ ２７０，８００ 

 ３９ ２３６，４００ ２７１，６００ 

 ４０ ２３７，３００ ２７２，３００ 

 ４１ ２３８，２００ ２７３，０００ 

 ４２ ２３９，１００ ２７３，８００ 

 ４３ ２３９，９００ ２７４，６００ 

 １８ １８３，２００ ２３４，０００ 

 １９ １８４，６００ ２３５，５００ 

 ２０ １８６，０００ ２３６，９００ 

 ２１ １８７，３００ ２３８，１００ 

 ２２ １８９，６００ ２３９，７００ 

 ２３ １９１，８００ ２４１，２００ 

 ２４ １９４，０００ ２４２，６００ 

 ２５ １９６，２００ ２４３，６００ 

 ２６ １９７，９００ ２４５，１００ 

 ２７ １９９，４００ ２４６，４００ 

 ２８ ２００，９００ ２４７，６００ 

 ２９ ２０２，４００ ２４８，７００ 

 ３０ ２０３，８００ ２４９，７００ 

 ３１ ２０５，２００ ２５０，６００ 

 ３２ ２０６，６００ ２５１，５００ 

 ３３ ２０８，０００ ２５２，４００ 

 ３４ ２０９，３００ ２５３，３００ 

 ３５ ２１０，６００ ２５４，１００ 

 ３６ ２１１，９００ ２５４，９００ 

 ３７ ２１３，２００ ２５５，６００ 

 ３８ ２１４，４００ ２５６，７００ 

 ３９ ２１５，６００ ２５７，９００ 

 ４０ ２１６，７００ ２５９，０００ 

 ４１ ２１７，８００ ２６０，２００ 

 ４２ ２１８，９００ ２６１，４００ 

 ４３ ２１９，９００ ２６２，５００ 
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 ４４ ２４０，７００ ２７５，３００ 

 ４５ ２４１，４００ ２７６，０００ 

 ４６ ２４２，０００ ２７６，７００ 

 ４７ ２４２，６００ ２７７，４００ 

 ４８ ２４３，２００ ２７８，１００ 

 ４９ ２４３，８００ ２７８，８００ 

 ５０ ２４４，４００ ２７９，５００ 

 ５１ ２４５，０００ ２８０，２００ 

 ５２ ２４５，５００ ２８０，９００ 

 ５３ ２４６，０００ ２８１，５００ 

 ５４ ２４６，４００ ２８２，２００ 

 ５５ ２４６，７００ ２８２，８００ 

 ５６ ２４７，０００ ２８３，５００ 

 ５７ ２４７，３００ ２８４，１００ 

 ５８ ２４７，６００ ２８４，８００ 

 ５９ ２４７，９００ ２８５，４００ 

 ６０ ２４８，２００ ２８６，１００ 

 ６１ ２４８，５００ ２８６，７００ 

 ６２ ２４８，８００ ２８７，４００ 

 ６３ ２４９，１００ ２８８，０００ 

 ６４ ２４９，４００ ２８８，５００ 

 ６５ ２４９，７００ ２８９，０００ 

 ６６ ２５０，０００ ２８９，６００ 

 ６７ ２５０，３００ ２９０，１００ 

 ６８ ２５０，６００ ２９０，７００ 

 ６９ ２５０，９００ ２９１，２００ 

 ４４ ２２０，９００ ２６３，６００ 

 ４５ ２２１，８００ ２６４，７００ 

 ４６ ２２２，７００ ２６５，８００ 

 ４７ ２２３，６００ ２６６，９００ 

 ４８ ２２４，５００ ２６７，９００ 

 ４９ ２２５，４００ ２６８，９００ 

 ５０ ２２６，３００ ２６９，９００ 

 ５１ ２２７，２００ ２７０，９００ 

 ５２ ２２８，１００ ２７１，８００ 

 ５３ ２２８，９００ ２７２，７００ 

 ５４ ２２９，８００ ２７３，６００ 

 ５５ ２３０，７００ ２７４，５００ 

 ５６ ２３１，５００ ２７５，４００ 

 ５７ ２３１，８００ ２７６，３００ 

 ５８ ２３２，６００ ２７７，２００ 

 ５９ ２３３，３００ ２７８，１００ 

 ６０ ２３３，９００ ２７９，０００ 

 ６１ ２３４，５００ ２８０，０００ 

 ６２ ２３５，２００ ２８１，０００ 

 ６３ ２３５，８００ ２８１，９００ 

 ６４ ２３６，３００ ２８２，８００ 

 ６５ ２３６，８００ ２８３，３００ 

 ６６ ２３７，３００ ２８４，０００ 

 ６７ ２３７，８００ ２８４，７００ 

 ６８ ２３８，４００ ２８５，６００ 

 ６９ ２３８，９００ ２８６，６００ 
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 ７０ ２５１，２００ ２９１，７００ 

 ７１ ２５１，５００ ２９２，３００ 

 ７２ ２５１，８００ ２９２，９００ 

 ７３ ２５２，１００ ２９３，４００ 

 ７４ ２５２，４００ ２９３，９００ 

 ７５ ２５２，７００ ２９４，３００ 

 ７６ ２５３，０００ ２９４，６００ 

 ７７ ２５３，３００ ２９４，８００ 

 ７８ ２５３，６００ ２９５，１００ 

 ７９ ２５３，９００ ２９５，３００ 

 ８０ ２５４，２００ ２９５，６００ 

 ８１ ２５４，５００ ２９５，８００ 

 ８２ ２５４，８００ ２９６，０００ 

 ８３ ２５５，１００ ２９６，３００ 

 ８４ ２５５，４００ ２９６，５００ 

 ８５ ２５５，７００ ２９６，８００ 

 ８６ ２５６，０００   

 ８７ ２５６，３００   

 ８８ ２５６，６００   

 ８９ ２５６，９００   

 ９０ ２５７，２００   

 ９１ ２５７，５００   

 ９２ ２５７，８００   

 ９３ ２５８，１００   

(2) 単純事務 １ １７７，０００  

 ２ １７８，３００  

 ７０ ２３９，４００ ２８７，４００ 

 ７１ ２３９，９００ ２８８，２００ 

 ７２ ２４０，４００ ２８９，０００ 

 ７３ ２４０，９００ ２８９，７００ 

 ７４ ２４１，４００ ２９０，２００ 

 ７５ ２４１，８００ ２９０，６００ 

 ７６ ２４２，３００ ２９１，０００ 

 ７７ ２４２，８００ ２９１，２００ 

 ７８ ２４３，３００ ２９１，５００ 

 ７９ ２４３，８００ ２９１，７００ 

 ８０ ２４４，３００ ２９２，０００ 

 ８１ ２４４，７００ ２９２，２００ 

 ８２ ２４５，２００ ２９２，４００ 

 ８３ ２４５，６００ ２９２，７００ 

 ８４ ２４６，０００ ２９２，９００ 

 ８５ ２４６，４００ ２９３，２００ 

 ８６ ２４６，８００   

 ８７ ２４７，２００   

 ８８ ２４７，６００   

 ８９ ２４８，０００   

 ９０ ２４８，５００   

 ９１ ２４８，８００   

 ９２ ２４９，１００   

 ９３ ２４９，４００   

(2) 単純事務 １ １５６，４００  

 ２ １５７，５００  
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 ３ １７９，５００  

 ４ １８０，６００  

 ５ １８１，８００  

 ６ １８３，１００  

 ７ １８４，４００  

 ８ １８５，７００  

 ９ １８７，４００  

(3) スクールカウンセ

ラー 

１ ５０９，１００  

２ ５２５，５００  

 ３ ５５２，７００  

 ４ ５７０，６００  

 ５ ５８１，８００  

 ６ ６００，６００  

 ７ ６４０，０００  

 ８ ６６０，６００  

(4) 外国語指導助手 １ ３４９，６００  

(5) 税徴収事務指導員 １ ３７４，３００  
 

 ３ １５８，６００  

 ４ １５９，５００  

 ５ １６０，６００  

 ６ １６１，８００  

 ７ １６２，９００  

 ８ １６４，０００  

 ９ １６５，４００  

(3) スクールカウンセ

ラー 

１ ５０９，１００  

２ ５２５，５００  

 ３ ５５２，７００  

 ４ ５７０，６００  

 ５ ５８１，８００  

 ６ ６００，６００  

 ７ ６４０，０００  

 ８ ６６０，６００  

(4) 外国語指導助手 １ ３４９，６００  

(5) 税徴収事務指導員 １ ３７４，３００  
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袖ケ浦市手数料条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 名称 事務の内容 金額 

１～１２  略 
    

１３ 優良宅

地造成

認定申

請手数

料 

租税特別措

置法（昭和

３２年法律

第２６号）

第２８条の

４第３項第

５号イ若し

くは第７号

イ、第３１

条の２第２

項第１４号

ハ、第６２

条の３第４

項第１４号

ハ又は第６

３条第３項

第５号イ若

しくは第７

号イに規定

する宅地の

１件につき次に掲げる造成宅地の面

積の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

(1) ０．１ヘクタール未満 ８６，

０００円 

(2) ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満 １３０，０００円 

(3) ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満 １９０，０００円 

(4) ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満 ２６０，０００円 

(5) １ヘクタール以上３ヘクタール

未満 ３９０，０００円 

(6) ３ヘクタール以上６ヘクタール

未満 ５１０，０００円 

(7) ６ヘクタール以上１０ヘクター

ル未満 ６６０，０００円 

(8) １０ヘクタール以上 ８７０，

０００円 

区分 名称 事務の内容 金額 

１～１２  略 
    

１３ 優良宅

地造成

認定申

請手数

料 

租税特別措

置法（昭和

３２年法律

第２６号）

第２８条の

４第３項第

７号イ又は

第６３条第

３項第７号

イ＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

＿＿に規定

する宅地の

１件につき８６，０００円 
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造成が優良

な宅地の供

給に寄与す

るものであ

ることにつ

いての認定

の申請に対

する審査 
    

１４～２０  略 
    

２１ 開発行

為許可

申請手

数料 

都市計画法

（昭和４３

年法律第１

００号）第

２９条の規

定による開

発行為の許

可の申請に

対する審査 

（1） 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為の場合 １件につ

き次に掲げる開発区域の面積の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

 ア ０．１へクタール未満 ８，

６００円 

 イ ０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満 ２２，０００

円 

 ウ ０．３ヘクタール以上０．６

へクタール未満 ４３，０００

円 

 エ ０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満 ８６，０００円 

 オ １ヘクタール以上３ヘクター

造成が優良

な宅地の供

給に寄与す

るものであ

ることにつ

いての認定

の申請に対

する審査 
    

１４～２０  略 
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ル未満 １３０，０００円 

 カ ３ヘクタール以上６へクター

ル未満 １７０，０００円 

 キ ６へクタール以上１０ヘクタ

ール未満 ２２０，０００円 

 ク １０ヘクタール以上 ３０

０，０００円 

(2) 主として住宅以外の建築物で自

己の業務の用に供するものの建築

又は自己の業務の用に供する特定

工作物の建設の用に供する目的で

行う開発行為の場合 １件につき

次に掲げる開発区域の面積の区分

に応じ、それぞれ次に定める額 

 ア ０．１ヘクタール未満 １

３，０００円 

 イ ０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満 ３０，０００

円 

 ウ ０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満 ６５，０００

円 

 エ ０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満 １２０，０００円 

 オ １ヘクタール以上３ヘクター
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ル未満 ２００，０００円 

 カ ３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満 ２７０，０００円 

 キ ６ヘクタール以上１０ヘクタ

ール未満 ３４０，０００円 

 ク １０ヘクタール以上 ４８

０，０００円 

(3) その他の場合 １件につき次に

掲げる開発区域の面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

 ア ０．１ヘクタール未満 ８

６，０００円 

 イ ０．１ヘクタール以上０．３

ヘクタール未満 １３０，００

０円 

 ウ ０．３ヘクタール以上０．６

ヘクタール未満 １９０，００

０円 

 エ ０．６ヘクタール以上１ヘク

タール未満 ２６０，０００円 

 オ １ヘクタール以上３ヘクター

ル未満 ３９０，０００円 

 カ ３ヘクタール以上６ヘクター

ル未満 ５１０，０００円 

 キ ６ヘクタール以上１０ヘクタ
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ール未満 ６６０，０００円 

 ク １０ヘクタール以上 ８７

０，０００円 
        
２２ 開発行

為変更

許可申

請手数

料 

都市計画法

第３５条の

２の規定に

よる開発行

為の変更許

可の申請に

対する審査 

１件につき次に掲げる額を合算した

額。ただし、その額が８７０，００

０円を超えるときは、８７０，００

０円とする。 

(1) 開発行為に関する設計の変更

（(2)に規定する変更のみに該当す

る場合を除く。）については、開

発区域の面積（(2)に規定する変更

を伴う場合にあっては変更前の開

発区域の面積、開発区域の縮小を

伴う場合にあっては縮小後の開発

区域の面積）に応じ、２１の項に

定める額に１０分の１を乗じて得

た額 

(2) 新たな土地の開発区域への編入

に係る都市計画法第３０条第１項

第１号から第４号までに掲げる事

項の変更については、新たに編入

される開発区域の面積に応じ、２

１の項に定める額 

(3) その他の変更については、１

０，０００円 
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２３ 市街化

調整区

域内に

おける

建築物

の特例

許可申

請手数

料 

 

都市計画法

第４１条第

２項ただし

書（同法第

３５条の２

第４項にお

いて準用す

る場合を含

む。）の規

定による建

築の許可の

申請に対す

る審査 

１件につき４６，０００円 

    

２４ 予定建

築物等

以外の

建築等

許可申

請手数

料 

都市計画法

第４２条第

１項ただし

書の規定に

よる建築等

の許可の申

請に対する

審査 

１件につき２６，０００円 

        
２５ 開発許

可を受

けない

市街化

都市計画法

第４３条の

規定による

建築等の許

１件につき次に掲げる敷地の面積の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

(1) ０．１ヘクタール未満 ６，９

００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

   

        
 

 

 

 

   

-61-



調整区

域内の

土地に

おける

建築等

許可申

請手数

料 

可の申請に

対する審査 

(2) ０．１ヘクタール以上０．３ヘ

クタール未満 １８，０００円 

(3) ０．３ヘクタール以上０．６ヘ

クタール未満 ３９，０００円 

(4) ０．６ヘクタール以上１ヘクタ

ール未満 ６９，０００円 

(5) １ヘクタール以上 ９７，００

０円 
        
２６ 開発許

可を受

けた地

位の承

継の承

認申請

手数料 

都市計画法

第４５条の

規定による

開発許可を

受けた地位

の承継の承

認申請に対

する審査 

(1) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為が、主として自己の居

住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行うもの又は主とし

て住宅以外の建築物で自己の業務

の用に供するものの建築若しくは

自己の業務の用に供する特定工作

物の建設の用に供する目的で行う

ものであって開発区域の面積が１

ヘクタール未満のものである場合 

  １件につき１，７００円 

(2) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為が、主として住宅以外

の建築物で自己の業務の用に供す

るものの建築又は自己の業務の用

に供する特定工作物の建設の用に

供する目的で行うものであって開
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発区域の面積が１ヘクタール以上

のものである場合 １件につき

２，７００円 

(3) 承認申請をする者が行おうとす

る開発行為がその他のものである

場合 １件につき１７，０００円 
        
２７ 開発登

録簿の

写しの

交付手

数料 

都市計画法

第４７条第

５項の規定

による開発

登録簿の写

しの交付 

用紙１枚につき４７０円 

    

２８  略 

２９  略 

３０  略 

３１ 資産に

関する

証明手

数料 

固 定 資 産

（２０の項

及び３０の

項に該当す

る事項を除

く。）に関

する証明書

の交付 

１通につき３００円 

３２  略 

３３  略 
  

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

   

    

２１  略 

２２  略 

２３  略 

２４ 資産に

関する

証明手

数料 

固 定 資 産

（２０の項

及び２３の

項に該当す

る事項を除

く。）に関

する証明書

の交付 

１通につき３００円 

２５  略 

２６  略 
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３４  略 
 

２７  略 
 

  備考   備考 

   １ ３３の項の手数料については、１種類１回につき３０分（３０

分に満たない場合は３０分とする。）をもって１件とする。 

   １ ２６の項の手数料については、１種類１回につき３０分（３０

分に満たない場合は３０分とする。）をもって１件とする。 

   ２ （略）    ２ （略） 
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袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例

新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援の一部を

委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

第１５条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予防支援の一部を

委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、地域包

括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１

号イ   に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の議

を経ること。 

（１） 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、地域包

括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第１４０条の６６第１

号ロ（２）に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。）の議

を経ること。 
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袖ケ浦市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数） 

第２条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険

者の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専

らその職務に従事する常勤の職員の員数（地域包括支援センター運営協

議会（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条

の６６第１号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以

下同じ。）が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状

況を勘案して必要であると認めたときは、常勤換算方法（当該地域包括

支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおい

て常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支

援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）

によることができる。次項において同じ。）は、原則として次のとおり

とする。 

第２条 地域包括支援センターには、次に掲げる者を専らその職務に従事

する常勤の職員として置かなければならず、その員数は、次の各号に掲

げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する区域における第１

号被保険者の数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとにそ

れぞれ当該各号に定めるところによる。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援

専門員をいう。）その他これに準ずる者 １人 

(3) 主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令

第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援

専門員をいう。）その他これに準ずる者 １人 

２ 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包

括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包

括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号

被保険者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援セン

ターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターが

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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それぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域

内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、

同項各号に掲げる者のうちから２人とする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定

の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると

地域包括支援センター運営協議会＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿において認められた場合には、地域包括支援センターに置

くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域におけ

る第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める人員配置基

準とすることができる。 

２ 前項の＿規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定

の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると

地域包括支援センター運営協議会（介護保険法施行規則第１４０条の６

６第１号ロ（２）に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。

以下同じ。）において認められた場合には、地域包括支援センターに置

くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域におけ

る第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める人員配置基

準とすることができる。 

 

担当する区域における 

第１号被保険者の数 
人員配置基準 

おおむね１，０００人

未満 

第１項各号に掲げる者のうちから１人又は２

人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

第１項各号に掲げる者のうちから２人（うち

１人は専らその職務に従事する常勤の職員と

する。） 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の第１項第１号

に掲げる者１人及び専らその職務に従事する

常勤の同項第２号又は第３号に掲げる者のい

ずれか１人 
 

担当する区域における 

第１号被保険者の数 
人員配置基準 

おおむね１，０００人

未満 

前項各号＿に掲げる者のうちから１人又は２

人 

おおむね１，０００人

以上２，０００人未満 

前項各号＿に掲げる者のうちから２人（うち

１人は専らその職務に従事する常勤の職員と

する。） 

おおむね２，０００人

以上３，０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の前項第１号＿

に掲げる者１人及び専らその職務に従事する

常勤の同項第２号又は第３号に掲げる者のい

ずれか１人 
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袖ケ浦市中小企業融資資金貸付条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 創業者 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第

３１項各号のいずれかに該当する者（不動産業を除く。）で、新たに

市内で事業を開始しようとするもの（当該事業を開始した日以後１年

を経過していないものを含む。）をいう。 

(3) 創業者 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第

２９項各号のいずれかに該当する者（不動産業を除く。）で、新たに

市内で事業を開始しようとするもの（当該事業を開始した日以後１年

を経過していないものを含む。）をいう。 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 
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袖ケ浦市企業振興条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 対象地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域その他事

業所の新設又は増設が法令に適合し行われる場所をいう。 

(3) 対象地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する工業専用地域＿＿＿＿＿及び準工業地域その他事

業所の新設又は増設が法令に適合し行われる場所をいう。 

(4) 対象施設 次のいずれかに該当する施設をいう。ただし、再生可

能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法     （平成

２３年法律第１０８号）第２条第５項に規定する認定発電設備を除

く。 

(4) 対象施設 次のいずれかに該当する施設をいう。ただし、電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

２３年法律第１０８号）第３条第２項に規定する認定発電設備を除

く。 

ア～オ （略） ア～オ （略） 

カ 環境対応型施設 ＿＿＿＿＿＿＿公害防止及び環境リサイクル関

連施設のうち、規則で定める施設 

カ 環境対応型施設 新エネルギー、公害防止及び環境リサイクル関

連施設のうち、規則で定める施設 

キ （略） キ （略） 

ク 成長分野関連施設 環境・新エネルギー関連分野、情報通信関連

分野、先端素材関連分野、半導体関連分野及び医療関連分野に係る

事業の用に供する施設のうち、規則で定める施設 

ク 成長分野関連施設 環境・新エネルギー関連分野、情報通信関連

分野、先端素材関連分野＿＿＿＿＿＿＿＿及び医療関連分野に係る

事業の用に供する施設のうち、規則で定める施設 

ケ カーボンニュートラル促進施設 温室効果ガスの排出量の削減に

資する施設のうち、規則で定める施設 

＿ 

(5)～(10) （略） (5)～(10) （略） 

（奨励措置） （奨励措置） 

第３条 市長は、次条の規定により指定を受けた事業者（以下「指定事業 第３条 市長は、次条の規定により指定を受けた事業者（以下「指定事業
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者」という。）に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付するこ

とができる。ただし、袖ケ浦椎の森工業団地内の事業所については、新

規立地奨励金の対象としない。 

者」という。）に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付するこ

とができる。ただし、袖ケ浦椎の森工業団地内の事業所については、新

規立地奨励金の対象としない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) カーボンニュートラル促進奨励金  

(5) （略） (4) （略） 

２ 前項に規定する新規立地奨励金、大規模設備投資奨励金、＿成長分野

促進奨励金及びカーボンニュートラル促進奨励金（以下この項において

「立地奨励金等」という。）は、事業者が営む対象施設１施設につきい

ずれかを交付するものとし、地元雇用奨励金は、立地奨励金等のいずれ

かの交付要件を満たす事業者に交付することができる。 

２ 前項に規定する新規立地奨励金、大規模設備投資奨励金及び成長分野

促進奨励金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下この項において

「立地奨励金等」という。）は、事業者が営む対象施設１施設につきい

ずれかを交付するものとし、地元雇用奨励金は、立地奨励金等のいずれ

かの交付要件を満たす事業者に交付することができる。 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

（失効） （失効） 

２ この条例は、令和１２年１月１日限り、その効力を失う。ただし、同

日までに新設、増設又は更新により取得した対象施設については、同日

後もなおその効力を有する。 

２ この条例は、令和７年１月１日＿限り、その効力を失う。ただし、同

日までに新設、増設又は更新により取得した対象施設については、同日

後もなおその効力を有する。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

奨励金

の区分 
交付要件 交付額 交付期間 

 略 

成長分

野促進

奨励金 

成長分野関連施設の新

設又は更新で投下固定

資産額が３億円以上の

もの。 

対象施設に係る各年度

における固定資産税納

付相当額の１００分の

６０に相当する額（千

対象施設

に固定資

産税が課

せられる

奨励金

の区分 
交付要件 交付額 交付期間 

 略 

成長分

野促進

奨励金 

 

成長分野関連施設の新

設又は更新で投下固定

資産額が３億円以上の

もの。 

対象施設に係る各年度

における固定資産税納

付相当額の１００分の

６０に相当する額（千

対象施設

に固定資

産税が課

せられる
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円未満の端数があると

きはこれを切り捨てた

額）。ただし、１事業

者につき１年度当たり

１億円を限度とする。 

こととな

る翌年度

から５年

間 

カーボ

ンニュ

ートラ

ル促進

奨励金 

カーボンニュートラル

促進施設の新設、増設

で投下固定資産額が３

億円以上のもの又は更

新で投下固定資産額が

１億円以上のもの。 

対象施設に係る各年度

における固定資産税納

付相当額の１００分の

７０に相当する額（千

円未満の端数があると

きはこれを切り捨てた

額）。ただし、１事業

者につき１年度当たり

１億円を限度とする。 

対象施設

に固定資

産税が課

せられる

こととな

る翌年度

から５年

間 

地元雇

用奨励

金 

対象施設の新設、増設

又は更新に伴い、新規

雇用者を雇用するこ

と。＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿ 

新規雇用者１人当たり

３０万円とする。 

１年度限

り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円未満の端数があると

きはこれを切り捨てた

額）。ただし、１事業

者につき１年度当たり

１億円を限度とする。 

こととな

る翌年度

から５年

間 

地元雇

用奨励

金 

対象施設の新設、増設

又は更新に伴い、新規

雇用者を雇用するこ

と。ただし、袖ケ浦市

雇用促進奨励金交付規

則（平成１４年規則第

２０号）に定める奨励

金の対象となる高年齢

者等については、新規

雇用者から除く。 

新規雇用者１人当たり

３０万円とする。 

１年度限

り 
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議案第１１号資料 

１ 指定管理者が管理を行う施設の概要 

(1) 施設の名称及び所在地 

  袖ケ浦健康づくり支援センター  

 袖ケ浦市三ツ作１８６２番地１２  

 (2) 設置目的 

   市民に健康づくりの場を提供し、市民の健康の維持増進を図るこ

とを目的とする。 

(3) 指定管理者が行う業務内容 

  ア 袖ケ浦健康づくり支援センターの利用の許可に関する業務 

  イ 袖ケ浦健康づくり支援センターの使用料の収納に関する業務 

ウ 袖ケ浦健康づくり支援センターの施設及び設備の維持管理に関 

する業務 

エ 袖ケ浦健康づくり支援センターの設置目的を達成するために必 

要な業務 

オ 上記に掲げるもののほか、袖ケ浦健康づくり支援センターの運 

営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

   

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

名   称  セントラルスポーツ株式会社 

所 在 地  東京都中央区新川１丁目２１番２号 

設立年月日  昭和４５年５月１３日 

資 本 金  ２２億６，１１７万１００円 

従 業 員 数 ９６３人 ※令和６年３月末時点 

主たる業務  

内容  

１ スポーツ施設及びカルチャー教室の経営及び経

営コンサルタント 

２ スポーツ施設の企画、運営並びにその指導業務 

３ スポーツ・トレーニングに係る指導 

４ 遊戯施設及び多目的ホールの経営、企画、運営及

び賃借 

５ イベント、レクリエーション活動の企画運営 

６  不動産及び動産の賃貸借並びに不動産の売買及
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び管理 

７ ビルの管理及びメンテナンス業 

８ ホテル、旅館、浴場、各種飲食店の経営及び運営

管理 

９ 介護予防事業  他 

 

３ 指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨 

(1) 事業計画等 

袖ケ浦健康づくり支援センターの設置目的を念頭に、公平で平等

な施設利用を提供し、「だれもが・いつでも・きがるに」利用でき、

末永く愛される施設を目指すとともに、地域活性化及び市民交流を

促進するため、次に掲げる取組を実施する。 

ア 利用者に親しまれる施設を目指し、接遇研修の実施やＷＥＢア

ンケート等を通じて利用者の満足度向上に努めるとともに、公式

ホームページの作成及びＳＮＳを活用して、施設の周知に努める。 

イ ユニバーサルサービスの提供や様々な世代の市民ニーズに合わ

せた豊富なスポーツプログラムを提供する。 

ウ 運動習慣の定着に向けた教室や健康講座等を開催し、健康増進

施策と介護予防施策を一体的に実施する。 

エ スポーツを通して、子どもたちの可能性を育む事業、子育てを

支援する事業及び高齢者がいきいきと暮らせるための取組を実施

する。 

(2) 管理に対して市が負担する金額（指定管理者候補からの提案金

額） 

   令和７年度 ２０９，８８０千円 

   令和８年度 ２１３，１８０千円 

   令和９年度 ２１６，７００千円 

 

４ 指定管理者候補の選定概要について 

令和６年１０月１０日開催の袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委員

会において、応募のあった団体から提出された事業計画書、予算書及び

施設の運営管理等に係る提案の書類審査とともに、団体からの提案説明

と質疑応答を行い、袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関
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する条例（平成１７年条例第１７号。以下「指定手続条例」という。）第

５条に規定する選定基準を更に細分化した審査基準に基づき、委員長、

審査対象の施設担当部署の委員及び当日欠席した委員を除いた委員９名

が審査を行い、各委員における審査票の採点を集計した結果、指定管理

者の候補者として適当であると認められたセントラルスポーツ株式会社

を優先交渉権者として選定した。 

その後、優先交渉権者との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げ

た基本協定書の締結の協議が整ったことから、同団体を袖ケ浦健康づく

り支援センターの指定管理者として指定するものである。 
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採 点 結 果 
施設名称：袖ケ浦健康づくり支援センター【公募】 
応募団体：３団体（セントラルスポーツ株式会社／シンコースポーツ・日本メックス共同事業体 
         公益財団法人体力つくり指導協会） 

 

セントラルスポーツ株式

会社 

シンコースポーツ・日本

メックス共同事業体 

公益財団法人体力つくり

指導協会 

順位 得点数 順位 得点数 順位 得点数 

①委員 １位 ２４８点 ２位 ２３４点 ３位 １９１点 

②委員 １位 ２１５点 ２位 ２０５点 ３位 １９８点 

③委員 １位 ２０６点 ２位 ２０１点 ３位 １９１点 

④委員 １位 ２１０点 ２位 １９４点 ３位 １９１点 

⑤委員 １位 ２２２点 ２位 ２１７点 ３位 ２０２点 

⑥委員 １位 ２０９点 ２位 ２０６点 ３位 ２００点 

⑦委員 １位 ２５１点 ２位 ２１４点 ３位 １７４点 

⑧委員 １位 ２５９点 ３位 ２５０点 ２位 ２５１点 

⑨委員 １位 ２１０点 ２位 ２０１点 ３位 １９５点 

順位獲得数 
「１位」 ９名 「１位」 ０名 「１位」 ０名 

「２位」 ０名 「２位」 ８名 「２位」 １名 

平均点 ２２５．５６点 ２１３．５６点 １９９．２２点 

 
評 価 項 目 と 配 点 

選定基準 審査項目 配点 劣 

普
通 

優 

特
優 

審査項目別 

平均得点数 

優先交渉 

権者 

次点交渉 

権者 
非選定者 

① 指定施設の利用に

関し不当な差別的取

扱いが行われるおそ

れがないこと。 

（指定手続条例第５

条第１項第１号） 

ア 平等な利用を図るための具体

的な手法 

30 30 失格 18 24 30 21.33 20.00 18.67 

② 指定施設の設置の

目的に照らし、当該施

設の効用を最大限に

発揮させ、その管理を

効率的、かつ、効果的

に行うことができる

ものであること。 

（指定手続条例第５

条第１項第２号） 

ア 施設の設置目的及び市が示し

た管理の方針 20 

105 

0 12 16 20 15.56 13.33 13.33 

イ 利用者の増加を図るための具

体的手法 9 0 3 6 9 5.34 5.12 3.11 

ウ サービスの向上を図るための

具体的手法及び当該施設の効用

を最大限に発揮させるための手

法 

31 0 17 24 31 21.09 20.88 17.25 

エ 施設の維持管理の内容、適確

性及び実現の可能性 20 失格／0 12 16 20 13.79 14.01 12.44 

オ 管理に係る経費の縮減効果 25 失格 3 20 25 5.89 3.67 2.78 

③ 指定施設の管理を

安定的、かつ、適確に

遂行するに足りる人

的構成及び財産的基

礎を有するものであ

ること。 

（指定手続条例第５

条第１項第３号） 

ア 収支計画の内容、適確性及び

実現の可能性 20 

100 

失格 12 16 20 13.78 13.78 12.89 

イ 安定的な運営が可能となる人

的能力 30 0 18 24 30 20.22 19.44 18.00 

ウ 安定的な運営が可能となる財

政的基盤 40 失格／0 24 32 40 26.11 27.11 25.44 

エ 類似施設の運営実績 10 0 6 8 10 7.56 7.56 7.11 

④ その他市長等が必

要と認める事項を満

たしていること。 

（指定手続条例第５

条第１項第４号） 

ア 個人情報保護 10 

110 

失格 6 8 10 7.56 7.11 6.22 

イ 危機管理 20 0 12 16 20 13.11 14.00 12.44 

ウ 再委託の管理 10 0 6 8 10 6.67 6.44 6.44 

エ 地域経済の活性化 30 0 18 24 30 20.66 20.00 18.44 

オ 本・支店の所在 10 0 6 10 10 6.00 0.00 6.00 

カ 市内業者の育成 20 0 12 16 20 13.78 14.22 12.44 

キ その他の評価項目 10 0 6 8 10 7.11 6.89 6.22 

合 計 345 345 失格 191 276 345 225.56 213.56 199.22 

【採点方法】「特優」「優」「普通」「劣」の４段階を基本として評価する。ただし、②オについては、経費の削減割合に応じ評価する。 

なお、配点合計は、全てを「特優（④オについては「優」）」とした場合の合計点数。 

【欠落事項】ア 全委員の平均点が、審査項目の全てを「普通」とした合計点数（１９１点）以上を獲得できなかった場合。 

イ 審査項目のうち、運営管理に大きく支障をきたす項目を「劣」とする委員が過半数いた場合。 

-75-



議案第１２号資料 

１ 指定管理者が管理を行う施設の概要 

(1) 施設の名称及び所在地 

   袖ケ浦市福祉作業所うぐいす園 

   袖ケ浦市大曽根８６２番地１ 

 (2) 設置目的 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「支援法」という。）に規定する

生活介護、就労継続支援Ｂ型等の障害福祉サービスを提供し、身体

障害者及び知的障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう支援する。 

(3) 指定管理者が行う業務内容 

  ア 支援法第５条第７項に規定する生活介護に関する業務  

  イ 支援法第５条第１４項に規定する就労継続支援のうち、障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６条の１０第２号に規定

する就労継続支援Ｂ型に関する業務  

  ウ 支援法第７７条第５項に規定する地域生活支援事業で、障害者

等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援

及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る

日中一時支援に関する業務 

  エ 福祉作業所の利用料金の収納に関する業務 

  オ 福祉作業所の利用の制限に関する業務 

  カ 福祉作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務 

  キ 上記に掲げるもののほか、福祉作業所の運営に関する事務のう

ち、市長のみの権限に属する事務を除く業務 

 

２ 非公募により指名した理由 

 袖ケ浦市福祉作業所は、身体障害者及び知的障害者が自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう障害福祉サービスを提供し、

利用者の精神的安定と社会的自立の助長を図るため適切な支援が不可

欠な施設であることから、利用者と施設管理者との信頼関係を確保で

きる団体が適当である。 
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 以上により、本施設は、管理委任団体のノウハウの蓄積、事業の継続

性及び高度な専門性が求められるとともに、利用者及び保護者との関

係のつながりが高い施設であることから、社会福祉法人嬉泉を指名し

たものである。 

 

３ 指定管理者に指定する団体の概要 

名   称 社会福祉法人嬉泉 

所 在 地 東京都世田谷区船橋１丁目３０番９号 

設立年月日 昭和４１年１０月２８日 

資 本 金 ２，７０４，５４６，５１５円（資産の総額） 

従 業 員 数 ４６８人 ※ 令和６年３月３１日時点 
  

主たる業務 

内容 

１ 障害児入所施設の経営 

２ 障害者支援施設の経営 

３ 児童の福祉の増進についての相談に応ずる事業

の経営 

４ 障害福祉サービス事業の経営  

５ 障害児通所支援事業の経営  

６ 特定相談支援事業の経営  

７ 障害児相談支援事業の経営 他 
  

 

４ 指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨 

 (1) 事業計画等 

ア 市の条例や関係法令を遵守するとともに、平等な利用を図るた

め利用受入に関しては「利用者受入検討委員会」を設置し、検討

経過の透明性と検討結果の公正さを確保する。 

イ 利用拡大を図るために、特別支援学校での説明会や実習の受入

れ、また、関係機関との連携を深めることで利用者の増加を目指

す。 

ウ 管理運営においては、利用者の人格と自発性を尊重して支援し、

苦情・トラブル等の対応に関しては「苦情解決責任者」、「第三

者委員」を設置し、解決に当たる。 

エ 安全管理対策においては、安全配慮の視点から定期的な点検と

環境整備に努めるとともに、環境整備計画を作成して、施設の効
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率的・効果的かつ継続的な維持管理に努める。 

オ 職員体制は、基幹となるサービス管理責任者や主任作業指導員

に経験者を配置し、職員研修を計画的に実施し、専門的知識を養い

支援の向上を図る。 

カ 危機管理においては、利用者の安全配慮の重要性を認識し、事故

が起きた時のマニュアルを作成するなど安全対策を図り、災害等

緊急時においては、緊急連絡網やメールなどの手段により迅速に

周知する。 

(2) 管理に対して市が負担する金額（指定管理者候補からの提案金額） 

  本施設は、市が負担する指定管理料はなし。 

 

５ 指定管理者候補の選定概要について 

令和６年１０月１０日開催の袖ケ浦市公の施設の指定候補者選定委

員会において、施設担当部署が非公募により指名した団体から提出さ

れた事業計画書等の提案書類を、袖ケ浦市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成１７年条例第１７号。以下「指定手続条

例」という。）第５条に規定する選定基準を更に細分化した審査基準に

基づき、審査及び採点を行った結果を基に、委員長、審査対象の施設担

当部署の委員及び当日欠席した委員を除いた委員９名が指定管理者の

候補者としての適格性等を審議した。 

その結果、全委員が指定管理者の候補者として適当であると認めた

ため、社会福祉法人嬉泉を指定管理者候補として選定した。 

その後、指定管理者候補との施設の運営管理等に係る基本的事項を

掲げた基本協定書の締結の協議が整ったことから、同団体を袖ケ浦市

福祉作業所の指定管理者として指定するものである。 

 

-78-



採  点  結  果  

 

施  設  名：袖ケ浦市福祉作業所うぐいす園【非公募】  

応 募 団 体：社会福祉法人嬉泉  
 

評 価 点 数 １６１点 

上記評価に対する  

選定委員会の判定  

適 正  不適正  

９名  ０名  

 

評  価  項  目  と  配  点  

選定基準  審査項目  配点  劣 

普
通 

優 

特
優 

評価  

点数  

①  指 定 施 設 の 利 用 に

関 し 不 当 な 差 別 的 取

扱 い が 行 わ れ る お そ

れ が な い こ と 。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５

条 第 １ 項 第 １ 号 ）  

ア  平 等 な 利 用 を 図 る た め

の 具 体 的 な 手 法  
30 30 失 格  18 24 30 18 

②  指 定 施 設 の 設 置 の

目 的 に 照 ら し 、 当 該

施 設 の 効 用 を 最 大 限

に 発 揮 さ せ 、 そ の 管

理 を 効 率 的 、か つ 、効

果 的 に 行 う こ と が で

き る も の で あ る こ

と 。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５

条 第 １ 項 第 ２ 号 ）  

ア  施 設 の 設 置 目 的 及 び 市

が 示 し た 管 理 の 方 針  
20 

85 

0 12 16 20 16 

イ  利 用 者 の 増 加 を 図 る た

め の 具 体 的 手 法  
 9 0 3 6 9 3 

ウ  サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る

た め の 具 体 的 手 法 及 び

当 該 施 設 の 効 用 を 最 大

限 に 発 揮 さ せ る た め の

手 法  

31 0 17 24 31 17 

エ  施 設 の 維 持 管 理 の 内

容 、適 確 性 及 び 実 現 の 可

能 性  

20 失格／0 12 16 20 12 

オ  管 理 に 係 る 経 費 の 縮 減

効 果  
5 失格／0 3 4 5 3 

③  指 定 施 設 の 管 理 を

安 定 的 、か つ 、適 確 に

遂 行 す る に 足 り る 人

的 構 成 及 び 財 産 的 基

礎 を 有 す る も の で あ

る こ と 。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５

条 第 １ 項 第 ３ 号 ）  

ア  収 支 計 画 の 内 容 、 適 確

性 及 び 実 現 の 可 能 性  
20 

100 

失格 12 16 20 12 

イ  安 定 的 な 運 営 が 可 能 と

な る 人 的 能 力  
30 0 18 24 30 19 

ウ  安 定 的 な 運 営 が 可 能 と

な る 財 政 的 基 盤  
40 失格／0 24 32 40 29 

エ  類 似 施 設 の 運 営 実 績  10 0 6 8 10 8 

④  そ の 他 市 長 等 が 必

要 と 認 め る 事 項 を 満

た し て い る こ と 。  

（ 指 定 手 続 条 例 第 ５

条 第 １ 項 第 ４ 号 ）  

ア  個 人 情 報 保 護  10 

40 

失格 6 8 10 6 

イ  危 機 管 理  20 0 12 16 20 12 

ウ  再 委 託 の 管 理  10 0 6 8 10 6 

合           計  255 255 失格 149 202 255 161 

【採点方法】「特優」「優」「普通」「劣」の４段階を基本として評価する。 

【欠落事項】ア 指定候補者選定委員会における審議の結果、審査項目の全てを「普通」とした合計点数（１４９点）以上を獲

得できなかった場合。 

イ 審査項目のうち、運営管理に大きく支障を来たす項目を「劣」とする委員が過半数いた場合。 
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議案第１３号資料 

入 札 状 況 

１ 工 事 名  昭和中学校校舎増築工事（建築工事）  

２ 工 事 場 所  袖ケ浦市神納３２０４番地 

３ 開 札 日  令和６年９月１９日 

４ 落 札 業 者  袖ケ浦市横田２５７０番地 

          株式会社大鐵建設 代表取締役 露﨑 利行 

５ 落 札 価 格  ６７５，５１０，０００円（消費税及び地方消費税込み） 

６ 工    期  議決のあった日の翌日から令和８年２月９日まで 

７ 開 札 結 果    （消費税及び地方消費税抜き価格 単位：円） 

入札業者 
技術評価点 

※１ 
入札金額 

評価値

※２ 
備考 

㈱ 大 鐵 建 設  120.000 614,100,000 1.9540 落 札 者  

日 建 ㈱  108.571 566,870,000 1.9152 

失 格  

（ 低 入 札 ） 

※ ３  

㈱ 千 葉 エ ン ジ ニ ア  
 

  無 効  

㈱ 北 袖 商 事     辞 退  

㈱ 大 松 建 設     辞 退  

 ※１ 技術評価点は１２０点を上限とする。 

※２ 総合評価落札方式は、評価値の最も高い者を落札者とする。 

評価値＝技術評価点÷入札金額×１０の累乗 

 ※３ 入札金額が低入札価格調査制度の失格判定基準を下回ったため、

失格となったもの。 
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評　　価　　調　　書

工事番号

【落札者決定基準】 　評価項目及び評価点

自由項目 その他

地域
精通度

2 6 2 0 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 34 20 100 120

【技術資料の審査結果】

業　　者　　名 施工実績 工事成績 優秀工事
不誠実な

行為
保有資格 施工経験

技術者
工事成績

若手・女性
技術者

継続教育
（CPD）

市内施工
実績

災害協定
消防団事
業所認定

市内企業
の活用

営業拠点
ボランティ

ア実績
建災防

地域特有
貢献

災害活動
実績

手持ち
工事量

合　計
加算点

※４
標準点

技術評価点
※５

1 （株）大鐵建設 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 21 20.000 100 120.000

2 日建（株） 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9 8.571 100 108.571

3 (株)千葉エンジニア －

4 （株）北袖商事 －

5 （株）大松建設 －

標準点災害協定 建災防
地域特有

貢献

企業の信頼性・社会性

手持ち
工事量

合　計 技術評価点加算点

安全衛生・社会福祉
災害活動

実績市内企業
の活用

ボランティ
ア実績

企　　業　　の　　技　　術　　力

企　　業　　の　　施　　工　　能　　力 配置予定技術者の能力 地域貢献度

施工実績 工事成績 優秀工事
不誠実な

行為
保有資格 施工経験

消防団事
業所認定

営業拠点
技術者

工事成績
若手・女性

技術者
継続教育
（CPD）

市内施工
実績

※４　加算点の算出
　　　　加算点は、評価項目配点の合計を換算した得点とする。評価項目配点の合計が最高の者に加算点の最高点（２０点）を与え、他の者は按分して加算点を与える。
　　　　加算点の按分　２０点（最高点）×当該事業者評価項目配点の合計／評価項目配点の最高点

　　　　(株)大鐵建設　　２０．０００点　（評価項目配点の合計が最高のため２０点）
　　　　日建(株)　　　　　　８．５７１点　（按分で算出　２０点×９／２１　　小数点第４位以下切捨て）

※５　技術評価点の算出
　　　  技術評価点＝標準点（１００点）＋加算点（２０点）

　　　　(株)大鐵建設　　１００点＋２０．０００点＝１２０．０００点
　　　　日建(株)　　　　　１００点＋　８．５７１点＝１０８．５７１点

734,250,000円
制限付き一般競争入札
（総合評価落札方式）

工－41
袖ケ浦市総務部
管財契約課

昭和中学校校舎増築工事(建築工事)

入札方式予定価格（税込み）主務課・事務所名 工　　　　事　　　　名 路線名・工事箇所

袖ケ浦市神納3204番地

工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

木造 2階建て

建築面積：769.74㎡　延床面積：1,272.04㎡
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議案第１９号資料 

 

髙 野 隆 晃 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

平成 ７年 ３月   

（職 歴） 

平成 ８年 ４月   

平成１２年 ７月   

（その他の経歴） 

平成２５年１２月   

平成２６年 ７月   

平成２８年 ４月   

平成２８年 ４月   

平成２８年 ４月   

平成２９年 ７月   

令和 ２年 ４月   

令和 ２年１２月   

令和 ３年 ４月   
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議案第２０号資料 

袖ケ浦市と木更津市との間における救急急病医療事業に関す  

る事務の委託に関する規約の制定に関する協議について  

 

１ 規約制定の背景及び目的 

君津地域４市の救急急病医療事業に関する事務については、君津郡市

広域市町村圏事務組合が処理しており、夜間等における急病患者に対す

る応急的な初期医療や、手術や入院が必要な患者に対応する二次救急医

療については、君津郡市広域市町村圏事務組合が君津木更津医師会に業

務委託し、診療を行っています。 

君津郡市広域市町村圏事務組合のあり方については、平成２８年１２

月にかずさ４市議会議長会から「君津郡市広域市町村圏事務組合の業務

の見直しを求める要望書」が提出され、平成２９年７月に「君津郡市広

域市町村圏事務組合あり方検討委員会」を組織し、今後の方向性につい

て協議を重ねた結果、救急急病医療事業のうち君津郡市夜間急病診療所

については、令和３年１２月の関係市市長会議にて木更津市への事務移

管が決定し、二次救急医療に係る事務の移管についても検討を進めるこ

ととされました。  

君津郡市夜間急病診療所の木更津市への事務移管にあたっては、現行

の運営形態である君津木更津医師会への業務委託方式で調整を進めてき

ましたが、令和５年１０月に厚生労働省から、医療行為そのものを外部

へ業務委託することは医療法上想定されておらず、現行の業務形態では

開設許可が出せないとの見解が示されました。 

その後、４市救急医療担当部署及び君津木更津医師会等関係者間で協

議を重ね、医師等を木更津市の会計年度任用職員として任用する木更津

市直営方式とし、令和７年４月に供用開始とすることについて、本年６

月の当地域の医療関係者及び構成４市で組織される地域救急医療協議会

において承認を受け、本年９月の議会全員協議会で報告しました。 
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また、救急急病医療事業のうち、二次救急医療機関運営事業に関する

事務についても、同協議会において、木更津市への事務移管に向け調整

を進めるとの方針が示されたことから、関係者間で協議を進め、今般、

地域救急医療協議会の運営に関する事務を含めた救急急病医療事業全般

を令和７年４月に木更津市へ事務移管することとなりました。 

君津郡市広域市町村圏事務組合で処理している本市の救急急病医療

事業に関する事務を木更津市に委託するに当たり、地方自治法第２５２

条の１４第１項の規定により、木更津市と協議により規約を定める必要

があり、この協議については、同条第３項で準用する同法第２５２条の

２の２第３項の規定により、議会の議決を経なければならないものです。 

 

２ 規約の施行期日 

  令和７年４月１日 

  

３ 他市の状況 

  木更津市に救急急病医療事業に関する事務を委託する全ての団体にお

いて、令和６年１２月市議会定例会に議案を上程する。 

 

４ 規約における基本的事項 

第１条（趣旨） 

規約の趣旨について規定するものです。 

第２条（委託事務の範囲） 

袖ケ浦市が木更津市に委託する事務の範囲について規定するもので

す。 

第３条（管理及び執行の方法）  

委託事務の管理及び執行について規定するものです。 

第４条（経費の負担） 

委託事務の管理及び執行に係る経費について規定するものです。 
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第５条（予算の計上） 

委託事務の管理及び執行に係る予算の計上について規定するもので

す。 

第６条（収入の帰属） 

 委託事務の管理及び執行に係る収入の帰属について規定するもので

す。 

第７条（決算の場合の措置）  

決算の通知について規定するものです。 

第８条（連絡会議）  

連絡会議について規定するものです。 

第９条（条例等改廃の場合の措置）  

条例等を改廃する場合の措置について規定するものです。 

第１０条（委任）  

その他規約に定めのない事項は協議して定めることについて規定す

るものです。 

附 則 

この規約の施行期日等について規定するものです。 
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君津郡市広域市町村圏事務組合規約新旧対照表

改 正 後 現   行 

（共同処理する事務） （共同処理する事務） 

第４条 組合は、次の各号に定める事務を共同で処理する。 第４条 組合は、次の各号に定める事務を共同で処理する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 (3) 救急急病医療事業に関すること。 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

(6) （略） (7) （略） 

（組合の経費の支弁方法） （組合の経費の支弁方法） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項に規定する関係市の負担金の負担割合は、別表の定めるところに

よる。 

２ 前項に規定する関係市の負担金の負担割合は、別表の定めるところに

よる。ただし、地方交付税の算定にあたり第４条第３号の事業について

診療所数にかかる密度補正が適用された団体に該当する市は、当該算入

に係る増加需要額の全額に相当する額を組合に納付するものとする。こ

の場合、組合は、当該納付額に相当する額を別表で定められた関係市が

負担する負担金の負担割合に応じて、それぞれ関係市の負担金から減額

するものとする。 

３ （略） ３ （略） 
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千葉県市町村総合事務組合規約新旧対照表 

改 正 後 現   行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

千葉市 （銚子市から一宮聖苑組合まで略） 印旛利根川水防事務組合 

 匝瑳市ほか二町環境衛生組合        （君津郡市広域市町村

圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連合まで略） 

千葉市 （銚子市から一宮聖苑組合まで略） 印旛利根川水防事務組合 

 布施学校組合 匝瑳市ほか二町環境衛生組合 （君津郡市広域市町村

圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連合まで略） 

別表第２（第３条第１項関係） 別表第２（第３条第１項関係） 

共同処理する事務 共同処理する団体 

第３条第１項第１号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境

衛生組合        （君津郡市広域市町

村圏事務組合から南房総広域水道企業団まで略） 

 略 

第３条第１項第３号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境

衛生組合        （君津郡市広域市町

村圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで略） 

第３条第１項第４号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から御宿町まで略） 鋸南町 

        

 略 

第３条第１項第１１号

に掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 匝瑳市ほか二町環境 

共同処理する事務 共同処理する団体 

第３条第１項第１号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 布施学校組合 匝瑳

市ほか二町環境衛生組合 （君津郡市広域市町

村圏事務組合から南房総広域水道企業団まで略） 

 略 

第３条第１項第３号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 布施学校組合 匝瑳

市ほか二町環境衛生組合 （君津郡市広域市町

村圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで略） 

第３条第１項第４号に

掲げる事務 

銚子市 （館山市から御宿町まで略） 鋸南町 

 布施学校組合. 

 略 

第３条第１項第１１号

に掲げる事務 

銚子市 （館山市から一宮聖苑組合まで略） 

印旛利根川水防事務組合 布施学校組合 匝瑳 
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 衛生組合        （君津郡市広域市町

村圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで略） 

 略 
 

 市ほか二町環境衛生組合 （君津郡市広域市町

村圏事務組合から千葉県後期高齢者医療広域連

合まで略） 

 略 
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諮問第１号資料 

 

武 井 千 尋 氏 略 歴 

 

（学 歴） 

昭和６１年 ３月   

（職 歴） 

昭和６１年 ４月   

平成 ３年 ４月   

平成１３年 ９月   

平成２３年 ８月   

平成２８年 １月～  

 平成２９年１０月 

平成２９年１１月～  

 令和 ５年 ３月 

（その他の経歴） 

平成１９年 ４月   

平成２０年 ４月   

平成３１年 ４月   

平成３１年 ４月   
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